
淀川本川に関連する事業

本資料は、基礎原案に係る具体的な整備内容シートより淀川部会に関連すると考えられるシートを河
川別に分類し、それらのシートに関する委員からの意見を庶務がまとめたものです。

淀川部会関連分
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(計画-1) 計画-1 5.1.2 河川レンジャー 淀川水系 検討試行

委員会の「中間とりまとめ」ならびに「提言」の主旨をよく反映している。河川レンジャー（仮称）の具体的内
容については、すでに淀川河川事務所が着手した宇治川周辺地域における検討懇談会の議論を通じてモ
デルを創り、試行しつつ理想的なあり方をめざすことが現実的。制度の名称は「河川レンジャー」とし、具体
の名称は「川守りびと」など流域や地域で特色あるものを可とする。水系全体の組織を創り、情報交換、ス
キルアップ、河川管理者との交流を図る必要がある。

川上 聰

検討試行 実施可（ただし、当面一ヵ年試行し、成果をみて編成し直す） 倉田 亨

検討試行 可 検討試行を推進し、補正（フィードバック）を忘れないこと。 米山 俊直

検討試行 流域管理士も必要。 和田 英太郎

検討試行

試験的にでも提言に基づき活動を開始しようとする姿勢は評価できるが、今のままでは、［提言］で提起し
たような、［一定の資格要件を満たした住民あるいは住民団体］を任用するという法的根拠をもった方向に
展開するのかどうか未知であり、その構想もみえない。単に［名称］だけを採用し、その内実を充実できな
い構想ではなく、具体的に、たとえ数名であっても、試験的に、河川レンジャーとして活躍できる若い人材
の確保に踏み出すことを期待したい。

嘉田 由紀子

検討試行
「河川レンジャー」［全水系］：検討・試行で可。但し「位置図」において、直轄区間だけをことさらに強調する
必要はなく、区分をしないようにすること。なお他の項目での「位置図」（例えば次の「環境－１」）と、取り扱
いが一致していないところがあるので、注意して統一のこと。

川那部 浩哉

検討試行 別紙参照 小竹 武

検討試行

可
・試行段階である宇治川河川レンジャー検討懇談会メンバーの中に生物および水質関係の専門家が入っ
ていない。河川レンジャーのもつ広い機能を考えると、特に試行段階の当初は自然環境の専門家が懇談
会に参加すべきである。

西野 麻知子

検討試行 当然､可です。猪名川での試行も検討してください｡ 細川 ゆう子

検討試行 別紙参照 本多 孝

検討試行 猪名川流域における活動拠点についても言及しておくべきである。 松本 馨

検討試行 おおむね「可」。よりよいものに完成度を高めるべく，検討・試行を重ねる必要がある。 三田村 緒佐武

検討試行

条件付可。平行して、良好な河川の整備・管理という目標を達成する上での河川レンジャーの実績や能
力、潜在可能性を評価する手続きの検討が条件。さもなくば河川レンジャーになりたいという人々や団体
間での軋轢が生じるおそれがある。「住民参加」そのものを自己目的化せず、あくまで良好な河川管理を
目標に。

村上 悟

検討試行
今後検討会で検討されることですが、じっさいに動く人と場所の確保をどうしていくか。すでに「人」がいると
ころで（三栖以外で）別の試行があってもよいのでは。

山本 範子
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検討試行

「実施でなく、自然を理解した人材育成を検討すべき」 今の高等教育機関では、自然理解の基礎である
動植物の野外実習を含めた分類学の教育がほとんどなされておらず、河川レンジャーの資格を有するよう
な人材が全国的に欠如している。つまり、野外にでて動植物や自然の調査ができ、そのうえで自然を解説
したり、指導できるような人材はほとんどいないということである。例えば、滋賀自然環境研究会が行政、コ
ンサルタント、教員を対象に、滋賀県と共催で実施している「生物環境アドバイザー研修」などを参考にす
べきである。

小林 圭介

検討試行
任命権者は誰か?また指導ないし注意に対する権限はあるのか?資格、職務内容と職務実施方法など詳
細に内容を詰める必要がある。

宗宮 功

(環境-2) 環境-2 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復を実施（庭
窪地区）

淀川 実施 賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

実施 可 米山 俊直

実施
１．事業効果の表現について、「・・・・・生物環境の回復が期待される｣と変更。
２．（4/4) 「２．具体的整備手法｣の流れの中に「事後調査の計画・検討｣を挿入すること。

有馬 忠雄

実施

「横断方向の河川形状の修復を実施（庭窪地区）」［淀川本川］：実施で可。但し、ワンドの整備だけではな
く、ヨシ原なども合わせて、さまざまの水辺の保全に拡げることを明示すべきである。また、「淀川環境委員
会」など生態関係者の意見を不断に聞いて、その意見のもとに行うこと。さらに、このような水辺保全によっ
て、水質などの他の自然環境や文化環境、ひろく河川の役割がどのように変化してくるかについて、モニタ
リング調査を行うことを明示すべきである（このあたりのことは、以下の項目においても同様に記載する必
要がある。）

川那部 浩哉

実施
ワンドの岸部が水草やゴミ、そしてヘドロという最悪の環境になっていた。
岸部を埋めたてて浅くし、沖出しする工事には賛成だが、再びゴミや水草が入らないように工夫されたい。
水制工の高さ、開口部の位置と方向（下流に向ける）。

紀平 肇

実施
「可」ではあるが，事業地区だけでなく淀川水系全域においても配慮が必要。なお，人工ワンドの構築につ
ながる場合は慎重に判断すべき。

三田村 緒佐武

(環境-3) 環境-3 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復を実施（楠
葉地区）

淀川 実施
過去にワンド群が存在したが、河床低下で干し上がっていた。すでに、２ヶ所が切り下げられ完成。素堀と
簡単な水制によるこのワンドは、これからのモデルケースとして良い例となるだろう。

紀平 肇

実施 賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

実施 「可」。 三田村 緒佐武

実施 可 米山 俊直

実施
１．事業効果の表現について、「・・・・・再生すれば、本流への・・･･･機能を果たすことが期待される｣。｢･･･
豊かになると考えられる｣と変更。
２．「2.具体的整備手法｣の流れの中に「事後調査の計画・検討｣を挿入すること。

有馬 忠雄
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実施

「横断方向の河川形状の修復を実施（楠（樟？）葉地区）」［淀川本川］：実施で可。但し、再生事業に一般
に成功・不成功を判定するのにはかなりの長期間が必要であること、この事業の場合に限られるものでは
ないが、この位置は現在、その標高においてかなり高いことなどに鑑み、成功・不成功を判定などするため
には特に長期の事後調査が必要なので、その実施期間が極めて長期にわたることをある程度記述してお
く必要がある。

川那部 浩哉

(環境-4) 環境-4 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復を実施（牧
野地区）

淀川 実施 「横断方向の河川形状の修復を実施（牧野地区）」［淀川本川］：実施で可。 川那部 浩哉

実施 楠葉地区と同様に、淀川上流域に魚貝類などの供給源が再生されることは評価される。 紀平 肇

実施 賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

実施 可 米山 俊直

実施

１．(2/4)平面図に水位に対応した計画を加えること。
２．事業効果の表現について、「・・・・・機能を果たすことが期待される。｣「・・・・・生物環境となることが期待
される。｣と変更のこと。
３．｢2.具体的整備手法｣の流れの中に「事後調査の計画･検討｣を挿入すること。

有馬 忠雄

実施 基本的に「可」。ただし，整備内容を慎重に検討・実施すべき。 三田村 緒佐武

(環境-5) 環境-5 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復を実施（鵜
殿地区）

淀川 実施 賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

実施 可 米山 俊直

実施 ｢3.具体的整備手法｣の流れの中に「事後調査の計画･検討｣ 有馬 忠雄

実施
「横断方向の河川形状の修復を実施（鵜殿地区）」［淀川本川］：実施で可。但し、ヨシ原の保全だけではな
く、ワンドなども合わせて、さまざまの水辺の保全に拡げることを明示すべきである。（以下、コメントとして
は繰り返さないが、整備計画シートでは繰り返し記載する必要がある。）

川那部 浩哉

実施 「可」。切り下げにより環境悪化をきたさないよう留意すべき。 三田村 緒佐武

(環境-6) 環境-6 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復を実施（赤
川地区）

淀川 実施
高水敷を切り下げてワンド群をつくり、城北ワンド群に流れを生じさせるのが目的。増水時に淀川大堰など
と連携して行う。やることに意義があり、何よりも水域ができることには川にとって有意義なことである。

紀平 肇

実施 賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

実施 可 米山 俊直

実施 事業効果の表現について、「・・・・・生物環境の回復が期待される｣と変更のこと。 有馬 忠雄
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実施
「横断方向の河川形状の修復を実施（赤川地区）」［淀川本川］：実施で可。但し、たまり・ワンドの整備だけ
ではなく、ヨシ原なども合わせて、さまざまの水辺の保全に拡げるべきである。

川那部 浩哉

実施 「可」。 三田村 緒佐武

(環境-8) 環境-8 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復を実施（海
老江地区）

淀川 実施 「横断方向の河川形状の修復を実施（海老江地区）」［淀川本川］：実施で可。 川那部 浩哉

実施 賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

実施 可 米山 俊直

実施 ｢2.具体的整備手法｣の流れの中に「事後調査の計画･検討｣を挿入すること。 有馬 忠雄

実施
干潟の少ない新淀川に干潟をつくることには大賛成だが、新淀川から水を流して汽水域の干潟にしてほし
い。新淀川は放水路として洪水のときの放水路になっていて普段は水が流れていない。新淀川は感潮域
であって汽水域ではない。

紀平 肇

実施 「可」。ただし慎重に。 三田村 緒佐武

(環境-9) 環境-9 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復を実施（西
中島地区）

淀川 実施 賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

実施 可 米山 俊直

実施 ｢2.具体的整備手法｣の流れの中に「事後調査の計画･検討｣を挿入すること。 有馬 忠雄

実施
干潟の少ない新淀川に干潟をつくることには大賛成だが、新淀川から水を流して汽水域の干潟にしてほし
い。新淀川は放水路として洪水のときの放水路になっていて普段は水が流れていない。新淀川は感潮域
であって汽水域ではない。

紀平 肇

実施
「横断方向の河川形状の修復を実施（西中島地区）」［淀川本川］：実施で可。但し、干潟とヨシ原が直接に
近接しているようなイメージ図はほんとうに正しいかどうか、再検討の必要がある。

川那部 浩哉

(環境-10) 環境-10 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復を検討（唐
崎）

淀川
検討／淀川環
境委員会

この事業は大賛成、早急に検討から一部でもよいから実施に移してほしい。
芥川合流点は広大な湿地、湿原がつくられる。また、本流沿に大規模なワンド群がつくられる。完成すれ
ば淀川一の水生生物の供給源になる。

紀平 肇

検討／淀川環
境委員会

賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

検討／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

検討／淀川環
境委員会

1.｢事業効果｣の表現について、「・・・・・生物環境の回復が期待される。｣と変更のこと。
2.｢2.具体的整備手法｣に、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画やフィードバックの流れを追加すること。

有馬 忠雄
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検討／淀川環
境委員会

「横断方向の河川形状の修復を検討（唐崎地区）」［淀川本川］：検討で可。但し、環境－２－９における実
施内容よりもさらにいっそう多面的な水辺環境を保全・再生するよう、十分な検討を早急に行って、実施す
べきである。（このことは、以下の項目においても同様である。）

川那部 浩哉

検討／淀川環
境委員会

おおむね「可」。ただし，この地区でのワンド，タマリの機能を検証すべき。 三田村 緒佐武

(環境-11) 環境-11 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復の検討（水
無瀬）

淀川
検討／淀川環
境委員会

「横断方向の河川形状の修復の（？ ここまでは「を」、以下同様）検討（水無瀬地区）」［淀川本川］：検討で
可。

川那部 浩哉

検討／淀川環
境委員会

干陸化した寄り州を切り下げて撹乱しやすくすることは大いに賛成。ここだけでなく、淀川全域を見直して
ほしい。（干陸化した寄り州がいくつもある）

紀平 肇

検討／淀川環
境委員会

賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

検討／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

検討／淀川環
境委員会

1.｢事業効果｣の表現について、「・・・・・生物環境の復元が期待される。｣と変更のこと。
2.｢2.具体的整備手法｣に、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画やフィードバックの流れを追加すること。

有馬 忠雄

(環境-12) 環境-12 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復の検討（前
島）

淀川
検討／淀川環
境委員会

賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

検討／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

検討／淀川環
境委員会

1.(2/4) 予定地下流部に現存する旧河道低水護岸の名残のヤナギ林を活かす計画を検討すること。その
他、ﾁｶﾞﾔ草地やヨシ原など、予定通りにできる保証はない。「川につくらせる」考えを押し出すべきである。
２．(4/4) ｢具体的整備手法｣にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの計画･検討を加えること。

有馬 忠雄

検討／淀川環
境委員会

「横断方向の河川形状の修復の（？）検討（前島地区）」［淀川本川］：検討で可。
Ａ「横断方向の河川形状の修復を検討（修復各地点の河川における分布と生物の動態と、それに基づく河
川水辺域の全面的修復の検討）」［淀川本川］：個々の部分の水辺環境の再生だけでは、河川全体におけ
るその効果を判定することは出来難い。各再生域の分布やそれらを使う生きものの移動保証の実態など
があきらかになる必要があり、それに基づいてさらに修復を進める必要がある。

川那部 浩哉

検討／淀川環
境委員会

高水敷を切り下げて、なだらかな水辺移行帯をつくることは賛成だが、イメージ図だけではよくわからない。
川の中に林をつくったり、チガヤ草を育てるという発想はよくない。裸地でよいと思う。川が植生を育むとい
う考え方をしてほしい。

紀平 肇

検討／淀川環
境委員会

自然公園地区と思われるが、園路などが多すぎる。 谷田 一三
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(環境-15) 環境-16 5.2.1
横断方向の河川形
状の修復の検討（大
淀）

淀川
検討／淀川環
境委員会

「横断方向の河川形状の修復の（？）検討（大淀地区）」［淀川本川］：検討で可。環境－１２Ａの具体的な
一部として、歓迎したい。

川那部 浩哉

検討／淀川環
境委員会

賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

検討／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

検討／淀川環
境委員会

(4/4)｢具体的整備手法｣にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの計画･検討の流れを加えること。 有馬 忠雄

(環境-18) 環境-18 5.2.1
縦断方向の河川形
状の修復の実施（魚
類の遡上・降下）

淀川
検討／淀川環
境委員会

実施可 倉田 亨

検討／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

検討／淀川環
境委員会

「賛成」早急に実施すべき。 渡辺 賢二

検討／淀川環
境委員会

淀川水系の縦断方向の連続性回復の目標（モデル）として淀川大堰の既設魚道の抜本的改築を実施し、
大阪湾と木津川上流との間の河川生物の遡上・降下を視野に入れて早期に実施されたい。魚道改築の計
画に当たっては、できるだけ多種類の河川生物を対象とすることが必要である。

川上 聰

検討／淀川環
境委員会

「縦断方向の河川形状の修復の（？）実施（魚類の遡上・降下）［毛馬］」：検討で可。淀川流域委員会を中
心にしながらも、その他生きものの生態を良く知っている魚道関係専門家の意見を、十分に聴取すること
を改めて要請する。以下同様。

川那部 浩哉

検討／淀川環
境委員会

「淀川大堰の魚道について」。左岸、右岸の調節板の改良は終わったが、いくらか効果はあった筈。左岸
魚道の隔壁の改良、左岸右岸ともに呼び水、水路の緩傾斜化など、まだ大堰魚道の改良される所は多
い。できるところから改良してほしい。将来は側流魚道方式をお願いしたい。

紀平 肇

検討／淀川環
境委員会

おおむね「可」。しかし基本的には魚道に頼るべきでない。 三田村 緒佐武

検討／淀川環
境委員会

（2/4) ｢魚道整備事例｣の場所及び掲載の意味が分からない。 有馬 忠雄

(環境-19) 環境-19 5.2.1
縦断方向の河川形
状の修復の検討（魚
類の遡上・降下）

淀川
検討／淀川環
境委員会

「縦断方向の河川形状の修復の（？）検討（魚類の遡上・降下）［毛馬］」：検討で可。 川那部 浩哉

検討／淀川環
境委員会

「毛馬閘門について」。こちらには、魚道はなく、将来はつくってほしい。当面は閘門操作でアユ、モクズガ
ニの遡上期、産卵期に対応することは評価するが、長期的には他に対策を考えられたい。

紀平 肇
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検討／淀川環
境委員会

実施可 倉田 亨

検討／淀川環
境委員会

3/4 2地域との連携 毛馬閘門を用いた地域との連携に期待したいと思います。調査等に住民の参加をよ
びかけ、事業の意味を地域に還元していただきたい。

山本 範子

検討／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

検討／淀川環
境委員会

「賛成」早急に実施すべき。 渡辺 賢二

検討／淀川環
境委員会

こう門などの改良は必要だが、この方式で維持と管理にコストがかかりすぎるのでは。 谷田 一三

検討／淀川環
境委員会

「可」。本当に目的達成が可能なのかしら。 三田村 緒佐武

(環境-25) 環境-26 5.2.1
魚類等の遡上・降下
が可能な方策を検討

既設ダム 検討／委員会
実施可。限定された魚類を調査対象とするのではなく、すべての遡上、降下生物を調査の対象とすべき。
水量調節を考慮した管理方法を検討すべき。

川端 善一郎

検討／委員会 実施可（むずかしく、専門家帯同による研究必要←意見） 倉田 亨

検討／委員会 可 寺川 庄蔵

検討／委員会 可 米山 俊直

検討／委員会
（否）魚は他の全ての水中生物と共生しているから、水中生物、全ての道にしなくてはならない。仮に図の
様な計画が実現してもダム湖にたどりついた川の魚達にとってダム湖の水環境は余りのも悪く、可哀想。

田中 真澄

検討／委員会
青野ダム事例が紹介されているが、このダム本体は別にして、下流などの中小堰の改修がされていない
ため、ほとんど効果がないという指摘がある。

谷田 一三

検討／委員会

既設ダムへの魚道の設置はすべての面でリスクが大きく、非現実的と判断せざるを得ない。従って、代替
案の検討こそが、より有効な改善策を生み出せるものと思われる。代替案については明確ではないが、ダ
ム湖への高度な水質浄化システムの導入（今後の開発に期待）とダム湖への流入河川の連続性を回復さ
せ、ダム湖から上流の河川環境の保全・再生を図るべき。

渡辺 賢二
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検討／委員会

「縦断方向の河川形状の修復の（？）検討（魚類の遡上・降下）［既設ダム］」：検討で可。但し、直轄でない
河川、さらには２級以下の河川にあるすべてのダム・堰等についても、その整備は全体として検討しなけ
ればならないこと、「提言」等からも明らかであり、実施はともかく検討事項として、このようなものが「整備
計画に係る具体的な整備内容シート」に全く記載されていないのは、不自然である。

川那部 浩哉

検討／委員会 「追加？」 ダムの外来魚対策もセットで検討することが望ましい。 畚野 剛

検討／委員会
コメント：検討要素にコストも含めたうえで、可否を含めた検討を十分に行うべき（魚道だけでなく他の方策
についても）。検討の材料とするため、例としてあげている青野ダム魚道の事業効果の評価を国土交通省
で厳密に行うことを考えてもよいのではないか。

原田 泰志

(環境-26) 環境-29 5.2.2
水位操作の試行を
実施（淀川大堰）

淀川
試行／淀川環
境委員会

上流のダム群の操作と連動しなければできない。 紀平 肇

試行／淀川環
境委員会

実施可 倉田 亨

試行／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

試行／淀川環
境委員会

(4/4)｢２．検討手法｣にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査計画･検討を追加すること。 有馬 忠雄

試行／淀川環
境委員会

「水位操作の試行を実施（淀川大堰）」：実施で可。但し合わせて、自然流量の季節変化に基づいて、他の
季節についても検討すべきである。

川那部 浩哉

試行／淀川環
境委員会

「可」。ただし，いろいろな条件下での検討・試行を行った上で進めるべき。 三田村 緒佐武

(環境-28) 環境-31 5.2.3
ダム・堰の適正な運
用を検討

淀川
検討／淀川環
境委員会

「ダム・堰の適切な運用を検討［大阪府］」：検討で可。 川那部 浩哉

検討／淀川環
境委員会

実施可（むずかしいため、専門家の帯同による研究必要←意見） 倉田 亨

検討／淀川環
境委員会

具体的整備内容（可） 田中 真澄

検討／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

検討／淀川環
境委員会

事業効果の表現について、「・・・・・生態環境の改善が期待される。｣と変更のこと。 有馬 忠雄

検討／淀川環
境委員会

淀川大堰の操作により、汽水域の改善の一歩と、アユ遡上期に配慮してやられることは有難いが、将来は
根本的な事業を新淀川の水量（放流）増加と側流式魚道を検討してほしい。

紀平 肇
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検討／淀川環
境委員会

水位操作規則の見直しにより［治水上のリスク］が生じることに対して［そのため琵琶湖周辺住民の理解が
得にくく］とあるが、はたして周辺住民との協議を具体的にすすめた上での判断であるのか、再検討を望み
たい。琵琶湖総合開発の完成により、琵琶湖周辺の治水リスクは大幅に減少しており、たとえば、１００年
に一度の基本高水であるＢＳＬ１．４メートルにおける浸水被害面積は１００平方キロメートルという試算も
委員会資料で提出されている。その大部分は水田であり、本委員会がまず回避するべき［壊滅的な被害］
にはあたらない。もちろん、琵琶湖岸での洪水被害に対する地元住民の歴史的経験にもとづく恐れは強い
ものがあるが、改めて、地元と洪水に対する検討を行うことなしに、安易に［理解は得られない］という判断
は時期尚早と思われる。

嘉田 由紀子

(環境-29) 環境-32 5.2.3
ダム・堰運用による
水位変動、攪乱の増
大の検討

既設ダム 検討／試行 実施可。 川端 善一郎

検討／試行 実施可（むずかしいため、専門家の帯同による研究必要←意見） 倉田 亨

検討／試行 可 寺川 庄蔵

検討／試行 可 仁連 孝昭

検討／試行 「賛成」 ただし試行の効果のモニタリングが不可欠。 畚野 剛

検討／試行
可です｡来年度から､他のダムとなっているのは､一斉になのか､順次なのかがわかりません｡決まっている
なら､明記してほしい｡

細川 ゆう子

検討／試行 可 米山 俊直

検討／試行 検討内容を各ダム間で統一する項目も必要 和田 英太郎
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検討／試行
（否）高山ダム湖内のアオコなど富栄養化で悪化した水を放流しても藻類リフレッシュやシルトの清掃はで
きないと思われ、まず湖内の水質浄化をしなければ解決にならない。現況の水質では撹乱を繰り返すほ
ど、低水位になれば状況は悪くなる。

田中 真澄

検討／試行

「ダム・堰運用による水位変動・撹乱の増大の検討［ダム所在地先］」：検討で可。但し、直轄でない河川、
さらには２級以下の河川にあるすべてのダム・堰等についても、その整備は全体として検討しなければな
らないこと、「提言」等からも明らかであり、実施はともかく検討事項として、このようなものが「整備計画に
係る具体的な整備内容シート」に全く記載されていないのは、不自然である。

川那部 浩哉

検討／試行
高山ダムなどの撹乱放流は、大事な試みであるが、日本のダムでは人工放流に使える容量が少ないの
で、単独では流量が不足する。中規模以上の洪水に上乗せ放流をする、技術の開発を考えて欲しい。淀
川大堰の操作にも共通する課題かもしれない。

谷田 一三

検討／試行
追加：重要度で優先順位をつけられたことは良いと思う。モニタリング項目には、魚類（例：漁業的にはア
ユの摂餌量、成長、移動等）も含めるべきであろう。

原田 泰志

検討／試行
１．モニタリングへの住民参加の検討。
２．河川レンジャーのかかわりや連携でできることはあるか、検討。(モニタリング、住民参加などで。)

本多 孝

検討／試行
基本的には「可」。ただし，事業地区だけでなく他のダム湖においても検討されるべき。とくに，ダム湖水の
滞留時間と富栄養化との関係を検討･試行していただきたい。

三田村 緒佐武

(環境-30) 環境-35 5.2.3
河川環境上必要な
水量を検討

淀川
検討／淀川環
境委員会

「河川環境上必要な水量を検討［大阪府］」：諸調査の実施と検討で可。 川那部 浩哉

検討／淀川環
境委員会

実施可。 川端 善一郎

検討／淀川環
境委員会

実施可（むずかしいため、専門家の帯同による研究必要←意見） 倉田 亨

検討／淀川環
境委員会

可 仁連 孝昭

検討／淀川環
境委員会

賛成 原田 泰志

検討／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

検討／淀川環
境委員会

淀川大堰の操作により、汽水域の改善の一歩と、アユ遡上期に配慮してやられることは有難いが、将来は
根本的な事業を新淀川の水量（放流）増加と側流式魚道を検討してほしい。

紀平 肇
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検討／淀川環
境委員会

「可」。ただし，河川環境の評価は，豊かそうに見えるものだけがよい環境とはいえない。厳しい自然環境
も全域にとっては寄与している可能性があるという視点を忘れてはならない。

三田村 緒佐武

(追加) 環境-36 5.2.3
河川環境上必要な
水量を検討

淀川 検討 実施可（むずかしいため、専門家の帯同による研究必要←意見） 倉田 亨

検討
新協議会の設置に賛成。水質問題に、利水者ばかりでなく、流域住民の参加がはかられることを評価しま
す。

田村 悦一

検討 可 仁連 孝昭

検討 賛成 原田 泰志

検討 可 米山 俊直

検討
神崎川や旧淀川の水質そのものを改善する方法と技術の開発も必要で、希釈による水質改善は邪道で
ある。

谷田 一三

検討 環境-31、35、36は一連のものとして総合的に考えてほしい。 紀平 肇

検討
「可」。ただし，河川環境の評価は，豊かそうに見えるものだけがよい環境とはいえない。厳しい自然環境
も全域にとっては寄与している可能性があるという視点を忘れてはならない。

三田村 緒佐武

(環境-33) 環境-37 5.2.3
急速な水位低下が
生じないダム等の運
用操作を実施

淀 川 （ 瀬 田
川）

実施 実施可 倉田 亨

実施 可 寺川 庄蔵

実施 可 仁連 孝昭

実施 可 きわめて重要 米山 俊直

実施
「急速な水位低下が生じないダム等の運用操作を実施［瀬田川洗堰・天ケ瀬ダム］」：実施で可。但し、現
行操作規則を変更を伴うものについても、検討を進めることが重要である。とくに瀬田川洗堰については、
「環境－２７（旧シートNO.）」と併せて検討を進める必要がある。

川那部 浩哉

実施 実施可。放流による魚類残数の調査を生物群集調査とする。調査地点を複数箇所設ける。 川端 善一郎

実施 「可」 三田村 緒佐武

実施
淀川・楠葉地点以外での水位操作・運用操作の影響についても早期に調査されますよう。（平成14年夏～
秋のワーキングで出ていた課題）

山本 範子

(環境-36) 環境-40 5.2.4
選択取水設備の継
続活用及び各種の
検討

既設ダム
検討／実施／
委員会

実施可 倉田 亨
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検討／実施／
委員会

可 米山 俊直

検討／実施／
委員会

これまでの検討結果を整理する 和田 英太郎

検討／実施／
委員会

「疑義あり」：この設備だけでは解決できない。（一庫ダムの）水質改善には上流からの生活廃水流入対策
を手遅れにならないうちに検討･実施の必要がある。今後ダム建設は困難になると予想され、一庫ダムは
川西市民の水ガメとして大切にしていただきたい。一庫ダムから余野川ダムへ利水の振り替えは安易な考
えではないでしょうか？

畚野 剛

検討／実施／
委員会

「選択取水設備の継続活用及び各種の検討」：検討で可。但し、既設の選択取水設備を単に活用するだけ
でなく、その問題点を抉りだすような検討事項とすべきである。

川那部 浩哉

検討／実施／
委員会

実施可。深層水の放流に際しては水温のみではなく、DOの下流生態系に与える影響にも留意する。 川端 善一郎

検討／実施／
委員会

文言追加。（可）ダム湖内の水質改善策は可ですが、「ダム湖に流入する河川の水質が影響大であり、上
流域の水質環境の保全育成の検討」、ダム湖内での水質悪化を軽減。

田中 真澄

検討／実施／
委員会

ダムにおける水質改善装置については、設置運転コストに見合うだけの効果があるかの検証が必要であ
る。

谷田 一三

検討／実施／
委員会

追加：運用を下流にとって最適な形に弾力化することも検討してはどうか。たとえば、流入水温と同じ温度
での放流を基本に現在操作が行われている場合に、冷水病の発症予防のためにより表層の水を放流す
る可能性も検討してはどうか。将来的には冷水病アユ放流の禁止等による川からの冷水病の根絶が望ま
しいが、短期的には、上記のような運用の弾力化による対応可能性の検討もありうると考える。

原田 泰志

検討／実施／
委員会

おおむね「可」。ただし，取水時期と取水深度により，下流域の産業，交通，生活環境に大きく影響をもたら
す。その意味ではマルチ深度取水を検討するのもよい。

三田村 緒佐武

検討／実施／
委員会

維持管理には地球環境に配慮した手法を優先的に取り入れる。
例：電力を使わない、など。大型施設を作り維持管理に費用がかかるといった方策を避ける。

山本 範子
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検討／実施／
委員会

現状ではやむなし 選択取水機能の改善が望まれる。基本的には総合的な水質および底質の改善をは
かること。

寺川 庄蔵

(環境-37) 環境-41 5.2.4
曝気設備の継続活
用及び各種の検討

既設ダム
検討／委員会
／実施

実施可 倉田 亨

検討／委員会
／実施

可 米山 俊直

検討／委員会
／実施

「疑義あり」：この設備だけでは解決できない。（一庫ダムの）水質改善には上流からの生活廃水流入対策
を手遅れにならないうちに検討･実施の必要がある。今後ダム建設は困難になると予想され、一庫ダムは
川西市民の水ガメとして大切にしていただきたい。一庫ダムから余野川ダムへ利水の振り替えは安易な考
えではないでしょうか？

畚野 剛

検討／委員会
／実施

「曝気設備の継続活用及び各種の検討」：検討で可。但し、既設の曝気設備を単に活用するだけでなく、そ
の問題点を抉りだすような検討事項とすべきである。

川那部 浩哉

検討／委員会
／実施

実施可。水質改善がみられた面積、範囲を明らかにすべき。水塊の流動範囲とDOの改善範囲が一致す
るかどうかを検討すべき。

川端 善一郎

検討／委員会
／実施

文言追加。（可）ダム湖内の水質改善策は可ですが、「ダム湖に流入する河川の水質が影響大であり、上
流域の水質環境の保全育成の検討」、ダム湖内での水質悪化を軽減。

田中 真澄

検討／委員会
／実施

ダムにおける水質改善装置については、設置運転コストに見合うだけの効果があるかの検証が必要であ
る。

谷田 一三

検討／委員会
／実施

維持管理には地球環境に配慮した手法を優先的に取り入れる。
例：電力を使わない、など。大型施設を作り維持管理に費用がかかるといった方策を避ける。

山本 範子

検討／委員会
／実施

何をもって効果の指標とするのか検討が必要 和田 英太郎

検討／委員会
／実施

おおむね「可」。ただし，安易にばっきによる鉛直混合促進に頼るべきでなく，なぜ環境悪化をきたすかを
検討し，その根本対策を講じるようにしなければならない。

三田村 緒佐武
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検討／委員会
／実施

深層曝気はかえって赤潮を促進させるとの疑問もあるため、技術的にもさらなる検討が必要。 渡辺 賢二

(環境-38) 環境-42 5.2.4
底質調査の継続実
施と改善対策等の検
討

既設ダム
調査検討／調
査実施

実施可 倉田 亨

調査検討／調
査実施

可 米山 俊直

調査検討／調
査実施

「底質調査の継続実施と改善対策等の検討」：検討で可。但し、直轄でない河川、さらには２級以下の河川
にあるすべてのダム・堰等についても、その整備は全体として検討しなければならないこと、「提言」等から
も明らかであり、実施はともかく検討事項として、このようなものが「整備計画に係る具体的な整備内容
シート」に全く記載されていないのは、不自然である。

川那部 浩哉

調査検討／調
査実施

実施可。実施調査項目によって汚濁メカニズムが解明できるのかどうか検討すべき。 川端 善一郎

調査検討／調
査実施

添付されている写真は底泥調査のものではない。バンドーン採水器を持っている。また、布目、室生、青連
寺、高山など相互に関連するダムにあっては、底泥形成や藻類繁茂など有機的に連携しているため、相
互の実態を把握し、制御管理につなげるべきである。

宗宮 功

調査検討／調
査実施

文言追加。（可）ダム湖内の水質改善策は可ですが、「ダム湖に流入する河川の水質が影響大であり、上
流域の水質環境の保全育成の検討」、ダム湖内での水質悪化を軽減。

田中 真澄

調査検討／調
査実施

「賛成」 とくに一庫ダムにおいては上流直近に広域ごみ処理施設の計画があり、状況によっては測定項
目にダイオキシン等の追加の必要性も留意されたい。

畚野 剛

調査検討／調
査実施

「可」。ただし，水質改善，底質改善につながる調査内容（調査項目と採取地点，その時期）としなければな
らないことはいうまでもない。従前の環境基準にあるからという姿勢では環境改善が困難であることがしば
しばある。

三田村 緒佐武

調査検討／調
査実施

底質調査は年1～2回ということですが、大気中の調査も定点で月1回なされている。あまり変化がないから
年1～2回でよいのでしょうか。利水、飲料水としても使われ、生物にも影響があると思われる。今後調査頻
度を上げる方向で検討を望みます。長期的には住民の関心が高まることだと思います。

山本 範子

(環境-39) 環境-43 5.2.4
河川の水質保全対
策（淀川流水保全水
路）

淀川・桂川 検討／試行 「河川の水質保全対策（淀川流域保全水路）」：検討で可。 川那部 浩哉
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検討／試行 実施可 倉田 亨

検討／試行 可です｡ただ、猪名川でも検討してほしい｡ 細川 ゆう子

検討／試行 可 米山 俊直

検討／試行
（可）分流方式の検討。実験は大切だが、優先順位から考えれば支川など上流域からの水質改善（森林や
緑の浄化への保全など）先ず、実施しなければならない。下流域の浄化負担が軽減される。

田中 真澄

検討／試行 必要であるが、実施内容が不明。 和田 英太郎

検討／試行
根本的にその機能を再検討すべきである。河川水質にとって、より安全となる方策を実証的に検討する場
とするか、あるいは、各都市の下水処理に安全面から高度処理を求めるのがより実効的であるかを判断
する場として、再構築すべきである。

宗宮 功

(環境-40) 環境-44 5.2.4
河川の水質保全対
策（淀川の汽水域、
淡水域）

淀川 検討 急いで下さい。実施可 倉田 亨

検討 可 米山 俊直

検討 重要 和田 英太郎

検討 大変重要であり、検討ではなく早期に実施すべき。 渡辺 賢二

検討
「河川の水質保全対策（淀川の汽水域・淡水域）」：検討で可。但し、この項の「河川整備の方針」にあるよ
うに、あらゆるところで生じている重要問題であることに鑑み、汽水域を第１期の重点地域とするにしても、
他の広い地域について、続いて検討を開始すべきである。

川那部 浩哉

検討
（可）分流方式の検討。実験は大切だが、優先順位から考えれば支川など上流域からの水質改善（森林や
緑の浄化への保全など）先ず、実施しなければならない。下流域の浄化負担が軽減される。

田中 真澄

検討
「可」。ただし，汽水域の酸化還元環境と水質変動ならびに生物の生息を総合的に評価しなければならな
い。

三田村 緒佐武

(環境-41) 環境-45 5.2.5
土砂移動の障害を
軽減するための方策
を検討

既設ダム 検討／試行 可 米山 俊直

検討／試行 可。但し概算、必要年数等々のプランを明確化。 和田 英太郎

検討／試行 重要（これまで、なおざりになっていた）なので必ず実施を！！可 倉田 亨
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検討／試行
「疑義あり」： 直感的には森林の土砂流出防止と下流への土砂供給とは相反するように感じるのです
が？

畚野 剛

検討／試行
実施可。下流に運んだ土砂の流し方を検討する。特に生物の生息環境を破壊しないダム下流の流量と土
砂の流し方の検討が必要。

川端 善一郎

検討／試行 排砂が下流の河床変動に与える影響を予測して排砂計画に反映させる。 水山 高久

検討／試行

「土砂移動の障害を軽減するための方策を検討」：検討で可。但し、直轄でない河川、さらには２級以下の
河川にあるすべてのダム・堰等についても、その整備は全体として検討しなければならないこと、「提言」等
からも明らかであり、実施はともかく検討事項として、このようなものが「整備計画に係る具体的な整備内
容シート」に全く記載されていないのは、不自然である。

川那部 浩哉

(環境-43) 環境-47 5.2.6
生息・生育環境の保
全と再生の実施（城
北地区）

淀川 実施 「生息・成育環境の保全と再生の実施（城北地区）」：実施で可。 川那部 浩哉

実施
撹乱のなくなった城北、赤川地区の問題は、いま急に解決できる問題ではない。やれるところから取り組む
しかない。そして、総合的に時間をかけてやるしかないのかも知れない。ワンドの底質、水草、緩斜面
等々。

紀平 肇

実施 実施可 倉田 亨

実施 （可） 田中 真澄

実施 可 米山 俊直

実施
自然保護区、特別保護区としての時間的、空間的、季節的、ゾーン的に対応し、環境省、府県・市、他の行
政と調整する必要がある。

小竹 武

実施
葦の繁茂やウォーターレタスの繁茂は、河川近くでの有機物の増加を招くものであり、十分管理し、必要な
除去する操作を入れなければ、継続して水辺を維持できない。底質調査がどの程度の量を毎年取り出せ
ば、場の機能を維持し、清浄に維持できるものかを把握する材料となることを期待する。

宗宮 功

実施
おおむね「可」。ただし，なぜ貴重生物を保護しなければならないかの基本的理念を修得し，そのための環
境創造を必要とする共通理解を構築しなければならない。

三田村 緒佐武

実施
ウォーターレタスについて。城北あたりで除去するのではなく、上流でシャットアウトするのが大切。木幡や
桃山南あたりをウォーターレタスが1株、2株流れていますが、上流に繁生地があるならそちらで除去され
ては。

山本 範子

(環境-44) 環境-48 5.2.6
生息・生育環境の保
全と再生の実施（豊
里地区）

淀川 実施 「生息・成育環境の保全と再生の実施（豊里地区）」：実施で可。 川那部 浩哉
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実施
豊里地区も城北地区の対岸にあり、同じような問題をかかえている。やれるところからやって少しでも効果
があれば次に生かす。抜本的には撹乱が望ましい。

紀平 肇

実施 実施可 倉田 亨

実施 （可） 田中 真澄

実施 可 米山 俊直

実施 (4/4)｢２．具体的整備手法｣に樹林化の影響調査を加えること。 有馬 忠雄

実施
自然保護区、特別保護区としての時間的、空間的、季節的、ゾーン的に対応し、環境省、府県・市、他の行
政と調整する必要がある。

小竹 武

実施 底質の改善について具体的に。 山本 範子

(環境-45) 環境-49 5.2.6
生息・生育環境の保
全と再生の実施（十
三地区）

淀川 実施 「生息・成育環境の保全と再生の実施（十三地区）」：実施で可。 川那部 浩哉

実施
淀川では唯一の干潟らしい干潟で、面積もかなり広く残っている。これをベースにして、この地区の干潟を
拡大、再生されることは評価される。

紀平 肇

実施 実施可 倉田 亨

実施 （可） 田中 真澄

実施 可 米山 俊直

実施
自然保護区、特別保護区としての時間的、空間的、季節的、ゾーン的に対応し、環境省、府県・市、他の行
政と調整する必要がある。

小竹 武

実施 「可」。さらに環境学習を進めるべく，その基本にもどって整備していただきたい。 三田村 緒佐武

(環境-48) 環境-52 5.2.6
生息・生育環境の保
全と再生の検討（鳥
飼地区）

淀川
検討／淀川環
境委員会

「生息・成育環境の保全と再生の検討（鳥飼地区）」：検討で可。 川那部 浩哉

検討／淀川環
境委員会

城北地区と同じように湛水域として同じような問題点を生じている。少しでも、できる所から再生、回復をは
かることは望ましいことである。

紀平 肇

検討／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

検討／淀川環
境委員会

自然保護区、特別保護区としての時間的、空間的、季節的、ゾーン的に対応し、環境省、府県・市、他の行
政と調整する必要がある。

小竹 武

検討／淀川環
境委員会

おおむね「可」。ただし，人工ワンドを整備する必要性の根拠を明らかにする必要がある。 三田村 緒佐武
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検討／淀川環
境委員会

調査方法の統一的・合理的なモデルを作成することが先決。 倉田 亨

(環境-50) 環境-54 5.2.6
生息・生育環境の保
全と再生の検討（中
津地区）

淀川
検討／淀川環
境委員会

海老江地区･大淀地区との連続性を図るのは理解できるが、全域に高水敷切り下げによる幅広い干潟の
創生を願う。

有馬 忠雄

検討／淀川環
境委員会

「生息・成育環境の保全と再生の検討（中津地区）」：検討で可。 川那部 浩哉

検討／淀川環
境委員会

「可」 三田村 緒佐武

検討／淀川環
境委員会

可 米山 俊直

検討／淀川環
境委員会

調査項目・時期など事前準備の検討を十分踏まえて欲しい。 倉田 亨

検討／淀川環
境委員会

自然保護区、特別保護区としての時間的、空間的、季節的、ゾーン的に対応し、環境省、府県・市、他の行
政と調整する必要がある。

小竹 武

(環境-54) 環境-58 5.2.6

支川や水路を含めた
構造の改善等に向
けて、関係機関と連
携

- 検討／委員会

一般論として、おおいに推進してほしい事業である。住民意見の聴取あるいは住民の参画を求める時に
は、農業者や男性だけでなく、子どもや女性たちなどにもかかわってもらい、そのような事業をすすめてい
ることに理解と興味をもってもらうことが重要である。琵琶湖辺での試験的な活動においては、子どもたち
はこのような事業には前向きの興味を示し、［子どもがうごくと大人もうごく］ということを実証済みである。

嘉田 由紀子

検討／委員会
「自然や水路を含めた構造の改善等に向けて、関係機関と連携」：連携の実施と内容の検討で可。主体
的・主導的・積極的に進められたい。

川那部 浩哉

検討／委員会 賛成 倉田 亨

検討／委員会 賛成。早急に取り組むべき課題であると思います。 田村 悦一

検討／委員会
可です｡ただ､もっと継続的に流域全体に広げていってほしい取り組みなので､できるところだけ実施するだ
けに終わらないでほしい｡

細川 ゆう子
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検討／委員会

１．住民参加のワークショップ形式での取り組みの検討。
２． ハード整備(形状修復)だけで終わらない住民参加の場作り、継続したかかわりのできるソフトや仕組
み、人材育成の検討を追加記述ください。
３． 環境委員会(仮称)の傍聴や傍聴者発言の機会を与えた、開かれた取り組みを心がけ、常に住民への
情報提供・参加を促せるようにマド口を開けた取り組みを心がけてください。また、公開を原則とすること
で、実効性ある委員会になるように心がけてください。
４．河川レンジャーのかかわりや連携でできることはあるか、検討。(モニタリング、住民参加などで。)

本多 孝

検討／委員会 水路も含めた構造改善について評価できる。 松本 馨

検討／委員会 可 重要 米山 俊直

検討／委員会
農業用水路と河川の連続性確保については、農水省、府県の農水部門との調整・連携・実践に特に力を
入れて進めてほしい。

川上 聰

検討／委員会 「賛成」 メダカの住める川の復活のために用・排水路とのつながりを十分「留意」して検討いただきたい。 畚野 剛

検討／委員会
おおむね「可」。ただし，整備内容によっては住民の利便性と環境保護とが相反する場合がある。可能な
限り住民意見の合意をはかるように努めるべき。

三田村 緒佐武

(環境-55) 環境-59 5.2.6 外来種対策の推進 淀川 推進 「外来種対策の推進（城北地区）」：推進で可。但し、他の地域についても連携を早急に進められたい。 川那部 浩哉

推進 賛成 倉田 亨

推進 可 西野 麻知子

推進 可 米山 俊直

推進 関係機関との連携だけでは外来種対策は進まない。その第一歩はなにより河川環境の正常化である。 有馬 忠雄

推進
除去方法の研究とＰＲ。
ブラックバスは浅い所にあまり来ないところから、浅い水域をできるだけつくること。

紀平 肇

推進
自然保護区、特別保護区としての時間的、空間的、季節的、ゾーン的に対応し、環境省、府県・市、他の行
政と調整する必要がある。

小竹 武

推進
文言追加。（可）鴨川にも十年近く前からブラックバスが侵入し、増加しつつあるが、もはや「流域全体の問
題であり、淀川流域全体を法制化し、外来魚放流禁止など規制する。」

田中 真澄
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推進 猪名川においても外来種対策を示すべきだと思う。 服部 保

推進
基本的には「可」。ただし，外来生物が生態系の構成員として認知されている場合は，外来生物として扱う
より在来種として扱うほうが現実的である。また，なぜイタセンパラを保護すべきかの共通理解が必要であ
る。

三田村 緒佐武

(環境-57) 環境-61 5.2.7
周辺景観との調和に
関する検討、河川景
観の観点から助言

淀川・琵琶湖 検討 実施可。 川端 善一郎

検討 賛成 倉田 亨

検討 「可」。さらに水系全域で検討されるべき。 三田村 緒佐武

検討 可 米山 俊直

検討
検討→実施
ただし、「河川改修にあたっては、基本的に直線的な整備から曲線的な整備に変える。」
スケジュールではいつまでも検討になっているが、滋賀県、大阪府の条例を参考に早期実施とする。

寺川 庄蔵

検討 仮置き場の除去後の環境回復モニタリングも検討のこと 有馬 忠雄

検討

河川景観は、人びとが水辺のよしあしを評価する大変大切な指標であり、景観に配慮した河川整備を行う
ことはおおいに評価できる。しかし、景観に対する社会的評価はきわめて多様な軸があり、必ずしも容易
に合意できるものではない。そのようなことを前提としながら、景観評価に対する住民参加の手法などもあ
わせて開発する必要がある。一部では、景観パースや今昔写真比較などを用いた手法もあり、柔軟かつ
前向きの調査が必要である。

嘉田 由紀子

検討
「周辺景観との調和に関する検討 河川景観の観点からの助言」：検討で可。但し、大阪府域のみではな
く、他の地域に付いても積極的な検討を進められたい。

川那部 浩哉

(環境-63) 環境-67 5.2.8
振動や騒音を最小
限に押さえる施工機
械の使用

淀 川 ・ 宇 治
川・桂川・木
津川

実施
「振動や騒音を最小限に押さえる施工機械の使用」：実施で可。但し、なぜ「淀川工事（河川？）事務所管
理区間内＜全川対象＞」だけなのか、疑問は尽きない。

川那部 浩哉

実施 （可） 田中 真澄

実施 可 米山 俊直

実施
施工場所の条件によって、また機械運転方法によって異なるだろうから、機種やサイズ・運転法の望まし
い方法をマニュアル化する検討を頂いてはどうか。

倉田 亨
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実施
施工機械の低環境負荷型の導入は環境面からも積極的に早期に実施する必要があります。しかし施工
業者の側が大手に限られるなど対応に時間のかかる中小業者については導入促進のアドヴァンテージを
与える、支援するなども必要ではないでしょうか。

山本 範子

実施 効果のモニター法について述べる 和田 英太郎

(環境-64) 環境-68 5.2.8 土砂輸送手段検討 淀川 検討／委員会 （可） 田中 真澄

検討／委員会 可 米山 俊直

検討／委員会
短期間で急がねばならぬ場合は旧来の方法でもよいのでは。舟運併用は河川状況のよい所では長期工
事では好ましい。土砂運送は舟は不便ですよ。

倉田 亨

検討／委員会 水上輸送による船着場の仮設や、舟の往来による生物への影響を考慮するべき。 山本 範子

(環境-65) 環境-69 5.2.8
淀川土砂仮置場堤
内地への確保

淀川 実施 賛成 倉田 亨

実施 （可） 田中 真澄

実施 「実施可」 ただし仮置き場周辺の環境劣化のないよう留意されたい。 畚野 剛

実施 土砂仮置き場は堤内地に確保する。 山本 範子

実施 可 米山 俊直

(環境-66) 環境-70 5.2.8
淀川土砂仮置場面
積の縮小

淀川 実施 賛成 倉田 亨

実施 「賛成」 環境ー６９とセットで計画的に推進することが望ましい。 畚野 剛

実施 「可」 三田村 緒佐武

実施 可 米山 俊直

(治水-5) 治水-5 5.3.1
淀川高規格堤防整
備事業

淀川本川 - 賛成 倉田 亨

- 可 まちづくりと一体になっている事業であること。 尾藤 正二郎

- 可 最新最高の技術を用いて効率的な工事を。 米山 俊直

- 「治水-5～治水-8」において、高規格堤防の実施優先順位はどうなっているか 桝屋 正

- 計画の年数、予算等をつめる。 和田 英太郎

-
コメント（以下治水８まで共通）：予算的・時間的制約のもとで、堤防補強とどちらを優先するかについて、今
後、十分な検討と説明が必要ではないか。

原田 泰志
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-
どうしてもスーパー堤防は必要でしょうか。事業費も多額であり、街の景観も川からみた街も人の住み方も
変わります。予算があるというだけで実施されるならば、その分で堤防補強をするという選択肢もあると思
います。

山本 範子

( 治 水 -6-
1)

治 水 -6-
1

5.3.1
淀川高規格堤防整
備事業

淀川本川 実施 実施可 倉田 亨

実施 可 まちづくりと一体になっている事業であること。 尾藤 正二郎

実施 可 米山 俊直

実施 「治水-5～治水-8」において、高規格堤防の実施優先順位はどうなっているか 桝屋 正

実施
やれるところだけ高規格堤防にするのでは意味がない。たとえば支川と支川の間程度は一連の区間とし
て実施する必要がある。できないならやらない方が良いかもしれない。

水山 高久

実施
どうしてもスーパー堤防は必要でしょうか。事業費も多額であり、街の景観も川からみた街も人の住み方も
変わります。予算があるというだけで実施されるならば、その分で堤防補強をするという選択肢もあると思
います。

山本 範子

実施 ６／６０億円 和田 英太郎

( 治 水 -6-
2)

治 水 -6-
2

5.3.1
淀川高規格堤防整
備事業

淀川本川 実施 実施可 倉田 亨

実施 可 まちづくりと一体になっている事業であること。 尾藤 正二郎

実施 可 米山 俊直

実施 「治水-5～治水-8」において、高規格堤防の実施優先順位はどうなっているか 桝屋 正

実施
やれるところだけ高規格堤防にするのでは意味がない。たとえば支川と支川の間程度は一連の区間とし
て実施する必要がある。できないならやらない方が良いかもしれない。

水山 高久

実施
どうしてもスーパー堤防は必要でしょうか。事業費も多額であり、街の景観も川からみた街も人の住み方も
変わります。予算があるというだけで実施されるならば、その分で堤防補強をするという選択肢もあると思
います。

山本 範子

実施 ３／４３億円 和田 英太郎

( 治 水 -6-
3)

治 水 -6-
3

5.3.1
淀川高規格堤防整
備事業

淀川本川 実施 実施可 倉田 亨

実施 可 まちづくりと一体になっている事業であること。 尾藤 正二郎

実施 可 米山 俊直

実施 「治水-5～治水-8」において、高規格堤防の実施優先順位はどうなっているか 桝屋 正
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実施
やれるところだけ高規格堤防にするのでは意味がない。たとえば支川と支川の間程度は一連の区間とし
て実施する必要がある。できないならやらない方が良いかもしれない。

水山 高久

実施
どうしてもスーパー堤防は必要でしょうか。事業費も多額であり、街の景観も川からみた街も人の住み方も
変わります。予算があるというだけで実施されるならば、その分で堤防補強をするという選択肢もあると思
います。

山本 範子

実施 ３３／１７５億円 和田 英太郎

( 治 水 -6-
4)

治 水 -6-
4

5.3.1
淀川高規格堤防整
備事業

淀川本川 実施 実施可 倉田 亨

実施 可 まちづくりと一体になっている事業であること。 尾藤 正二郎

実施
どうしてもスーパー堤防は必要でしょうか。事業費も多額であり、街の景観も川からみた街も人の住み方も
変わります。予算があるというだけで実施されるならば、その分で堤防補強をするという選択肢もあると思
います。

山本 範子

実施 可 米山 俊直

実施 「治水-5～治水-8」において、高規格堤防の実施優先順位はどうなっているか 桝屋 正

実施
やれるところだけ高規格堤防にするのでは意味がない。たとえば支川と支川の間程度は一連の区間とし
て実施する必要がある。できないならやらない方が良いかもしれない。

水山 高久

実施 ８／９億円 和田 英太郎

( 治 水 -6-
5)

治 水 -6-
5

5.3.1
淀川高規格堤防整
備事業

淀川本川 実施 実施可 倉田 亨

実施 可 まちづくりと一体になっている事業であること。 尾藤 正二郎

実施 可 米山 俊直

実施 「治水-5～治水-8」において、高規格堤防の実施優先順位はどうなっているか 桝屋 正

実施
やれるところだけ高規格堤防にするのでは意味がない。たとえば支川と支川の間程度は一連の区間とし
て実施する必要がある。できないならやらない方が良いかもしれない。

水山 高久

実施
どうしてもスーパー堤防は必要でしょうか。事業費も多額であり、街の景観も川からみた街も人の住み方も
変わります。予算があるというだけで実施されるならば、その分で堤防補強をするという選択肢もあると思
います。

山本 範子

実施 ５／５億円 和田 英太郎

(治水-7) 治水-7 5.3.1
淀川高規格堤防整
備事業

淀川本川 調整・実施 コスト的に分割して数年次に分けて実施するしかないと思う。 倉田 亨

調整・実施 可 まちづくりと一体になっている事業であること。 尾藤 正二郎
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調整・実施 可 米山 俊直

調整・実施 「治水-5～治水-8」において、高規格堤防の実施優先順位はどうなっているか 桝屋 正

調整・実施
どうしてもスーパー堤防は必要でしょうか。事業費も多額であり、街の景観も川からみた街も人の住み方も
変わります。予算があるというだけで実施されるならば、その分で堤防補強をするという選択肢もあると思
います。

山本 範子

調整・実施 17km 要説明：予算、年次計画など 和田 英太郎

(治水-8) 治水-8 5.3.1
淀川高規格堤防整
備事業

芥川 実施 実施可 倉田 亨

実施 可 まちづくりと一体になっている事業であること。 尾藤 正二郎

実施 可 米山 俊直

実施 「治水-5～治水-8」において、高規格堤防の実施優先順位はどうなっているか 桝屋 正

実施
どうしてもスーパー堤防は必要でしょうか。事業費も多額であり、街の景観も川からみた街も人の住み方も
変わります。予算があるというだけで実施されるならば、その分で堤防補強をするという選択肢もあると思
います。

山本 範子

実施 ３５／３６億円 和田 英太郎

(治水-10-
1)

治 水 -
10-1

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防詳細調査の内容？堤防強化策をとることでどのくらい想定被害は軽減されるか。破堤地点の設定根
拠は。単独破堤、複合破堤の条件設定もありうるか。

池淵 周一

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

本川－24/52
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旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
2)

治 水 -
10-2

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
3)

治 水 -
10-3

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

本川－25/52
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旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
4)

治 水 -
10-4

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
5)

治 水 -
10-5

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

本川－26/52
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旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
6)

治 水 -
10-6

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
7)

治 水 -
10-7

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

本川－27/52
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旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
8)

治 水 -
10-8

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
9)

治 水 -
10-9

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三
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検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
10)

治 水 -
10-10

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
11)

治 水 -
10-11

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三
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検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
12)

治 水 -
10-12

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
13)

治 水 -
10-13

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

本川－30/52
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旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
14)

治 水 -
10-14

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
15)

治 水 -
10-15

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

本川－31/52
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旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
16)

治 水 -
10-16

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（詳細不明で判断不能）必要性は判る。実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
17)

治 水 -
10-17

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

本川－32/52
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旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
18)

治 水 -
10-18

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
19)

治 水 -
10-19

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

本川－33/52
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旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
20)

治 水 -
10-20

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
21)

治 水 -
10-21

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

本川－34/52
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検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
22)

治 水 -
10-22

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
23)

治 水 -
10-23

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三
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検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
24)

治 水 -
10-24

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
25)

治 水 -
10-25

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三
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検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
26)

治 水 -
10-26

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-10-
27)

治 水 -
10-27

5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

（コスト・工法・工期など詳細不明で判断不能）必要性ありと思い、実施が好ましい。 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

必要性は理解できる。全体計画の説明が必要。 和田 英太郎

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強の緩傾斜面については、水際と陸域との移行帯として、環境面での配慮もお願いしたい。水陸移
行帯にふさわしい植生の自然回復をはかること、生態系の回復をはかることが必要である。これについて
は、専門家の意見を聞くこと、生態系に配慮した工法、埋土種子の活用などが必要である。

谷田 一三
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検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

(治水-21) 治水-23 5.3.1
芥川大橋の架替を
継続実施

芥川
検討／試行・
委員会／実施

実施可 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 まちづくりを視野に入れて実施。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

(治水-24) 治水-26 5.3.1
阪神西大阪線淀川
橋梁改築事業

淀川
検討／試行・
委員会／実施

賛成 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

(治水-26) 治水-28 5.3.2
阪神西大阪線淀川
橋梁改築事業(再掲）

淀川
検討／試行・
委員会／実施

賛成 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

可 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 米山 俊直

(治水-27) 治水-29
5.3.2
5.3.3

陸閘操作時間の短
縮化の実施

淀川 実施 賛成＆実施可 倉田 亨

実施 可 尾藤 正二郎

実施 可 米山 俊直

実施 陸閘自体をなくすことが必要ではないでしょうか。 山本 範子

(治水-28) 治水-30 5.3.3
緊急用河川敷道路
事業

淀川 実施 実施可 倉田 亨

実施 可 尾藤 正二郎

実施 可 米山 俊直

本川－38/52



031010

旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

実施 高水敷の生態系復元との関係は？ 和田 英太郎

(治水-29) 治水-31 5.3.3 緊急用船着場整備 淀川 実施 実施可 倉田 亨

実施 可 尾藤 正二郎

実施 可 緊急性あり 米山 俊直

実施 高水敷の生態系復元との関係は？ 和田 英太郎

(治水-30) 治水-32 5.3.3
地震等危機管理検
討

淀川 検討／委員会 賛成 倉田 亨

検討／委員会 可 尾藤 正二郎

検討／委員会 可 米山 俊直

検討／委員会 将来起きる海溝型地震について、津波の大きさと影響範囲の予測とハザードマップの作成が必要である。 谷田 一三

検討／委員会 高水敷の生態系復元との関係は？ 和田 英太郎

(治水-31) 治水-33 5.3.3
淀川大堰閘門設置
検討

淀川 検討／委員会 賛成 倉田 亨

検討／委員会 可 尾藤 正二郎

検討／委員会 閘門設置による環境への影響を慎重に検討いただきたい。 山本 範子

検討／委員会 可 米山 俊直

検討／委員会
大災害発生時、河川改修時の舟運の有効性は認めるが、それ以外の舟運については、環境保全の観点
から余り望ましくない。水上交通、物流、観光目的の舟運は、採算が合わないだろう。閘門設置に必要な
費用と便益の冷静な比較検討が必要と思われる。

川上 聰

(治水-33) 治水-34 5.3.3
淀川堤防耐震対策
事業

淀川本川 検討 賛成 倉田 亨

検討 可 尾藤 正二郎

検討 可 緊急性あり 米山 俊直

(治水-34) 治水-36 5.3.3
淀川大堰、毛馬排水
機場の耐震対策

淀川 検討／実施 実施可 倉田 亨

検討／実施 可 尾藤 正二郎

検討／実施 可 緊急性あり 米山 俊直

(治水-36) 治水-38 5.3.3 津波のソフト対策 淀川、猪名川 実施 可 尾藤 正二郎

実施 「賛成」 畚野 剛

実施 可 緊急性あり 米山 俊直
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実施 修正；上記と同じく避難情報発信・誘導体制を避難訓練を実施し，早急に問題点を改善する必要がある． 田中 哲夫

実施 将来起きる海溝型地震について、津波の大きさと影響範囲の予測とハザードマップの作成が必要である。 谷田 一三

実施 １．今後の普及・啓発・推進において河川レンジャーのかかわりや連携でできることはあるか、検討。 本多 孝

実施 （詳細が今一つ不明で判断不能）必要性と有効性が不明。 倉田 亨

(治水-37) 治水-39 5.3.3 淀川大堰津波対策 淀川 検討／実施
Ａ「治水機能強化のための、既存の各種ダムの用途転用あるいは見直しの検討」：多目的ダムにおける治
水機能の拡充や、治水機能を目的としていないダムにその機能を持たせるなど、ダムの用途の見直しに
ついて、主体的・主導的・積極的に検討することが、とくに重要である。

川那部 浩哉

検討／実施 実施可 倉田 亨

検討／実施 可 尾藤 正二郎

検討／実施 可 緊急性あり 米山 俊直

(利水-3) 利水-3 5.4.
既設水源開発施設
の再編と運用の見直
し

既設ダム 検討／実施 賛成 倉田 亨

検討／実施
賛成。日吉ダムの例が示すように、取水状態の的確な把握による効果的な補給は、ダムの利水機能を高
めるものであります。

田村 悦一

検討／実施 可 米山 俊直

検討／実施 既設ダムの連携による効率的な補給の検討はぜひともやってほしい。 池淵 周一

検討／実施
「取水実態を精査した効率的な補給を検討」：実施かつ検討で可。但し、直轄のダムだけではなく、地方自
治体や企業などの持つすべてのダムについても、同様のことを主体的・主導的・積極的に検討すること
が、とくに重要である。

川那部 浩哉

検討／実施
「問題あり」 既設ダム間の連携は検討に値すると思うが、連携構想を工事中または新規ダムまで拡大す
ることは今後流域委員会との間で慎重な協議が必要と理解している。

畚野 剛

(利用-1) 利用-1 5.5.1
水上オートバイの利
用規制

淀川本川 検討／実施 大賛成 倉田 亨

検討／実施 可 米山 俊直
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検討／実施
『上水の取水がない地域へ移設することにより、水質汚染の懸念が回避される』のは、生物の環境を配慮
しない全くの詭弁である。

有馬 忠雄

検討／実施

モーターボート、水上オートバイの件は、季節的、時間的、場所的に免許状を含めて問題があり、汽水域と
云えども野鳥、魚類、子供達のためにも、無法行為は許されない。制限区域を必要とする。
汽水域の十三干潟を含めた源流から河口までを野鳥保護区にし、季節的、期日的、時間的制限を実施す
る。
十三の北野地区、海老江地区の災害時の物資揚陸。工事用船舶の河川中央部の通過以外は、観光船、
モーターボート等、十三バイパス～長柄大堰間は、自然保護のためにも禁止するだけの配慮が必要であ
る。
上流のワンド群一帯にも航路の指定。並びにつばめの集合時期を避ける配慮が必要である。

小竹 武

検討／実施
淀川大堰下流についても、上水の取水がないという理由での水上オートバイの利用が認められてよいの
か。水上オートバイの使用・利用・ルールや地域との話し合いをふまえた上で淀川流域で禁止とするなど
考えていく時期にきているのではないか。

山本 範子

検討／実施 全面禁止の利用規制を実施すべし。 渡辺 賢二

検討／実施
奇しくも､琵琶湖で大きな事故が続いています｡水上オートバイに､ライフジャケットを着用せずに乗ったり､
危険の認識のないまま中学生を水上オートバイに乗せたり､もともと使用に問題があって事故が起こって
います｡道路上と同じように､規制をかけていかないと事故の多発は避けられないと思います｡

細川 ゆう子

検討／実施

１．最近の水上オートバイの急速な増加・事故急増状況からみて、早急に何らかの対応が必要
２．エンジンのガス排出基準、船舶検査のあり方、操縦免許の取得･更新の仕組みが、陸上交通とどう違っ
ているか比較する。陸上交通に 関しては、きめこまかくフォローがされている。参考にするべきである。
(利用－1、利用－2，利用ー3、利用－4に共通）

桝屋 正

(利用-3) 利用-3 5.5.1 船舶等の通航規制 淀川本川 検討 大賛成（水棲生物の保全上、必須と考える） 倉田 亨

検討 可 米山 俊直

検討

モーターボート、水上オートバイの件は、季節的、時間的、場所的に免許状を含めて問題があり、汽水域と
云えども野鳥、魚類、子供達のためにも、無法行為は許されない。制限区域を必要とする。
汽水域の十三干潟を含めた源流から河口までを野鳥保護区にし、季節的、期日的、時間的制限を実施す
る。
十三の北野地区、海老江地区の災害時の物資揚陸。工事用船舶の河川中央部の通過以外は、観光船、
モーターボート等、十三バイパス～長柄大堰間は、自然保護のためにも禁止するだけの配慮が必要であ
る。
上流のワンド群一帯にも航路の指定。並びにつばめの集合時期を避ける配慮が必要である。

小竹 武

検討
船舶の河川水面利用に伴い、河岸植生が破壊される可能性があるので、事前の予測と防護技術を開発
する必要があるかもしれない。

谷田 一三
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検討

１．最近の水上オートバイの急速な増加・事故急増状況からみて、早急に何らかの対応が必要
２．エンジンのガス排出基準、船舶検査のあり方、操縦免許の取得･更新の仕組みが、陸上交通とどう違っ
ているか比較する。陸上交通に 関しては、きめこまかくフォローがされている。参考にするべきである。
(利用－1、利用－2，利用ー3、利用－4に共通）

桝屋 正

検討 水上オートバイ・プレジャーボート・レジャー用動力船の通航規制を実施すべし。 渡辺 賢二

(利用-4) 利用-4 5.5.1
瀬田川水辺利用者
協議会（仮称）の設
置

淀川本川(瀬
田川）

調整／検討 賛成 倉田 亨

調整／検討 可 米山 俊直

調整／検討
条件付可。ただし瀬田川の公共性に照らして、（１）協議会を広く公開し、広く意見募集を行いそれを尊重す
ること （２）生態学に通じた学識経験者を含めること が条件。

村上 悟

調整／検討

占用権の一定期間ごとの見直しを提言に沿った排他的独占的利用の制限に向けて行っていくことが重
要。積極的に促進するべき河川の利用を援ける。（施設づくり、利用をたすけるヒントの広報、人づくり・・・）
利用希望の利害調整だけでなく、目ざしている河川環境についての理解を深めあう場としてほしい→河川
保全利用委員会（仮称）

山本 範子

調整／検討

１．最近の水上オートバイの急速な増加・事故急増状況からみて、早急に何らかの対応が必要
２．エンジンのガス排出基準、船舶検査のあり方、操縦免許の取得･更新の仕組みが、陸上交通とどう違っ
ているか比較する。陸上交通に 関しては、きめこまかくフォローがされている。参考にするべきである。
(利用－1、利用－2，利用ー3、利用－4に共通）

桝屋 正

(利用-10) 利用-10 5.5.3
航路維持有効利用
方策検討

淀川 実施 可 米山 俊直

実施
全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。

小竹 武

実施
１．通行規則の策定時期
２．通行規則の位置付け

桝屋 正

(利用-11) 利用-11 5.5.3
淀川舟運低水路整
備検討

淀川 検討／委員会 可 米山 俊直

検討／委員会
全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。

小竹 武
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検討／委員会

１．低水路として整備する場所はどこか、
２．「淀川舟運航路に関する研究会」の委員構成、検討スケジュール
３．検討結果とその内容
（利用－11、利用－12、利用－13に共通）

桝屋 正

検討／委員会
4/4 2代替案についても積極的に検討していただきたい。小船舶では水深80cm程度で航行可能ときいて
います。

山本 範子

(利用-12) 利用-12 5.5.3
淀川大堰閘門設置
検討

淀川 検討／委員会 可 米山 俊直

検討／委員会
全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。

小竹 武

検討／委員会

１．低水路として整備する場所はどこか、
２．「淀川舟運航路に関する研究会」の委員構成、検討スケジュール
３．検討結果とその内容
（利用－11、利用－12、利用－13に共通）

桝屋 正

検討／委員会
大災害発生時、河川改修時の舟運の有効性は認めるが、それ以外の舟運については、環境保全の観点
から余り望ましくない。閘門設置に必要な費用と便益の冷静な比較検討が必要と思われる。

川上 聰

(利用-13) 利用-13 5.5.3
毛馬閘門運用手法
検討

淀川 検討／委員会 可 米山 俊直

検討／委員会
全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。

小竹 武

検討／委員会

１．低水路として整備する場所はどこか、
２．「淀川舟運航路に関する研究会」の委員構成、検討スケジュール
３．検討結果とその内容
（利用－11、利用－12、利用－13に共通）

桝屋 正

検討／委員会
利用-13で航行可能時間の延長が考えられている。これとあわせて利用１4での環境への影響検討は慎重
にじゅうぶん行っていただきたい。

山本 範子

(追加) 利用-14 5.5.3
船舶航行環境影響
検討

淀川 検討／委員会
賛成。船舶航行が河川や湖沼の環境に与える影響は少なからぬものがあります。正確な調査がなされ、
河川整備計画に生かされることを期待します。

田村 悦一

検討／委員会 可 米山 俊直
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検討／委員会
全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。

小竹 武

検討／委員会 １．航行の環境影響調査の実施内容の詳細および実施結果について示して欲しい 桝屋 正

検討／委員会
大災害発生時、河川改修時の舟運の有効性は認めるが、それ以外の舟運については、環境保全の観点
から余り望ましくない。閘門設置に必要な費用と便益の冷静な比較検討が必要と思われる。

川上 聰

検討／委員会 容易ではない（舟運は素人には直ぐ出来ないから） 倉田 亨

(維持-5) 維持-5 5.6
歴史･文化的価値の
ある施設の保全

淀 川 ・ 宇 治
川・瀬田川

実施 可 米山 俊直

実施

全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。
流域センターの管理のもとに、淀川レンジャーを中心に、ＮＰＯ、地域住民に対応してもらう。（災害時に
は、中・高・大学等の学校単位の協力も必要）
近江八景は夕景色ばかり美化されて、歌われているが、朝日が少ないのにも問題がある。新しい時代から
見た淀川100景の指定を提案する。風景、自然、生物、音、水、歌、文化、歴史、スポーツ、碑、人物等の
登録に案内標が必要である。

小竹 武

実施 １．整備効果による３つの点について、河川レンジャーのかかわれる役割や連携を検討する。 本多 孝

実施 具体的手法等詳細不明、判断不能。 倉田 亨

(維持-7) 維持-7 5.6 河川浄化施設
淀 川 （ 天 野
川、天神川）

実施 可 米山 俊直

実施 流砂の活用が河川水浄化には有効。浄化方法について再考を。 倉田 亨

実施
河川内浄化施設については、長期的な運用コストと効果についての試算と見直しが必要である。本来は、
河川流路の浄化機能を高める方策と、負荷量の軽減が大事な施策である。

谷田 一三

実施 これまでの浄化効果の説明が必要。 和田 英太郎

(維持-8) 維持-8 5.6
河川浄化施設（寝屋
川揚水機場）

淀 川 （ 寝 屋
川）

実施
寝屋川の水質浄化効果をもたらした淀川からの導水量の規模とその時系列変化はどのようなものである
か。

池淵 周一

実施 賛成 倉田 亨

実施 可 米山 俊直

実施 これまでの浄化効果の説明が必要。 和田 英太郎
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(ダム-1) ダム-1 5.7.1
生息・生育実態を定
期的に調査

既設ダム 実施 重要。改訂河川法の目的達成の確認に・・・、大賛成。 倉田 亨

可 尾藤 正二郎

可 さらに推進 米山 俊直

「賛成」調査結果を積極的に公表すべき。 渡辺 賢二

1)過去10年間の河川水辺の国勢調査（ダム湖）結果の評価がどのような良好なダム管理に反映されたか
を一般にわかりやすく公表する努力をする。
2)調査項目、方法の再検討を行う。
3)ダム建設前のデータとの比較を行う必要がある。

川端 善一郎

一庫ダムで実施している景観の復元調査を実施すべきである。 服部 保

追加：これまでの調査内容（手法努力量等含む）の再検討（みなおし）を行ったうえで、調査を継続すること
を明記。

原田 泰志

「実施可」 ただし蓄積された情報の活用法、住民へのデータ、活用事例の公開に留意されたい。 畚野 剛

１．住民参加による調査項目の設定の検討と住民参加による調査を検討する。
調査や住民とのコーディネート、調査のまとめと情報発信など河川レンジャーのかかわれる役割や連携を
検討する。

本多 孝

基本的に「可」。生物の生息・生育を定期的に行うことは大いに賛同できるが，その実施に当たっては調査
目的を代表できる場所と調査日を考える必要がある。例えば調査日で言えば，春夏秋冬という視点が必
要なのか，生物の生態変化の視点が必要なのかなどがある。

三田村 緒佐武

全項目とはいかないが、何年かに一度は関連する数項目を同時に調査することも必要では。 池淵 周一
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コメント準備中 村上 悟

(ダム-2) ダム-2 5.7.1
ダム水源地域の活
性化に向けた湖面活
用や周辺環境整備

既設ダム 検討/実施 可 仁連 孝昭

可 尾藤 正二郎

可 米山 俊直

利水目的のダムについては「実施不可」
理由：観光地化は水質の保持と相反する行為として賛成しかねる。

畚野 剛

下流受益地との交流活動が進むインセンティブが働く施策とは何か。経済的インセンティブも考えては。 池淵 周一

公園整備等周辺環境整備においても、自然修復「自然が自然をつくる」立場で実施して欲しい。 川端 善一郎

賛成。ただ、地域の活性化が、自然環境破壊をもたらさないようくれぐれも留意すること、及び、地元自治
体や住民との緊密な連携を望みます。

田村 悦一

基本的に可
主として、ダム水源地域の自然特性を守り生かす取り組みを支援する。

寺川 庄蔵

「湖面活用」は余り考えるべきでない。問題発生の場合困る。 倉田 亨
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部分的（否）すばらしい自然を壊してダムをつくっているのであり、まるでダムができて素晴らしい自然があ
る様な記述は美化しすぎています。環境という主軸を考えてもダムは環境破壊の最たるものであることは
周知のことです。「広い森林を保全し・・・守っている」は、まさしく森林が流域にどれだけ重要であるかであ
り、ならば環境、治水、利水の項目になぜ記述できないのか、疑問、不信を抱きます。「湖面活用」は削
除、必ず問題が発生します。
活性化についても、ダム湖の悪化につながらない事を明記すべき。

田中 真澄

一庫ダム周辺は生態、景観、文化、歴史上日本一の里山が広がっているが、このような良好な自然環境
をPRすべきである。水源地域ビジョンの推進では布目ダムの例が示されているが、一庫ダムの例は示さ
ないのか。

服部 保

湖面活用は基本的には削減していくべき。ただし，次世代の人づくりのため，環境学習等の場など河川環
境の理解に役立たせることを考慮して整備することは望ましい。ただし，ダムの効用誘導型の施設整備な
どは慎重にしなければならないことはいうまでもない。

三田村 緒佐武

(ダム-3) ダム-3 5.7.1

河川利用者に対する
安 全 を 図 る た め の
ハード面とソフト面の
充実・強化

既設ダム 検討/実施 実施可。 川端 善一郎

可 寺川 庄蔵

可 仁連 孝昭

可 尾藤 正二郎

「実施可」 畚野 剛

「可」。 三田村 緒佐武

実施で可。 村上 悟
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可 米山 俊直

晴天にもかかわらず後期放流がなされているので洪水警報が発令されている。このことが理解できるよう
に情報表現を。ライン河沿いにある水位が時計盤になる量水時計もおもしろい。

池淵 周一

左程重要と思えない。河川管理当局がデータをキチンと把握を優先願いたい。 倉田 亨

(ダム-4) ダム-4 5.7.1
ダム付属設備の計
画的な補修を実施

既設ダム 実施 当然実施。 池淵 周一

実施可。 川端 善一郎

可 仁連 孝昭

可 尾藤 正二郎

「実施可」 畚野 剛

「可」。 三田村 緒佐武

実施で可。 村上 悟

可 米山 俊直
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可
ダム本体の点検について、ダムの寿命、後処理など重要なことに言及していない。提言で示したように撤
去も含め検討が必要である。

寺川 庄蔵

詳細不明で判断できず。 倉田 亨

(ダム-5) ダム-5 5.7.1
流木の有効活用を
検討・実施

高山ダム、青
蓮寺ダム、室
生ダム、布目
ダム、比奈知
ダム、日吉ダ
ム、一庫ダム

検討/実施 実施可。 川端 善一郎

賛成 倉田 亨

「検討でなく、早期に確実に実施すべきである」 小林 圭介

可 寺川 庄蔵

可 尾藤 正二郎

「賛成」 ただし作業により水質を汚染しないよう十分留意していただきたい。 畚野 剛

可 促進の要あり 米山 俊直

流木が下流への危険物となることを考えると、流木かん止もダムの効果か。その処理に関して流木の所有
者との費用分担はあるのか。

池淵 周一

（可）文言追加。「洪水時の流木の危険を防止するため、上流山林地からの防止策も検討する」 田中 真澄

「可」。ただし，流木が発生する原因も解明しておくべき。 三田村 緒佐武

(追加)
ダ ム -6-
1

5.7.1.(12)
既設ダムの再編・運
用変更により治水効
果を検討

既設ダム 検討 可 寺川 庄蔵
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可 尾藤 正二郎

可 米山 俊直

「異議あり」 理由：一方でダムの現状は実力低下という説明があり、その一方本項で「最大限利用」といわ
れるが、論理的に矛盾していると思う。直感的かもしれないが、このような発想は安直な印象を受けます。

畚野 剛

既設ダム群間での可能性検討は。名張川における事例ぜひとも検討を。 池淵 周一

賛成。ただし、この調査検討が、安易にダム新設の理由として利用されないように（例えば、大戸川ダム建
設が、日吉ダムの利水機能の振替えを理由のひとつとして提起されているように）。

田村 悦一

詳細不明で判断できず。 倉田 亨

一部（否）再編図によると治水容量まで利水容量を100％とした場合、下流で合流する他の一方のダム河
川までの河川水位についての策を記述しなければならない。

田中 真澄

計画中のダムへの有効条件になっていないか疑問である。 渡辺 賢二

(ダム-6)
ダ ム -6-
2

5.7.1
既設ダムの再編・運
用変更により治水効
果を検討

高山ダム、青
蓮寺ダム、室
生ダム、布目
ダム、比奈知
ダム、一庫ダ
ム、日吉ダム

検討 可 寺川 庄蔵

可 尾藤 正二郎

可 米山 俊直
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（否）計画策定時のダム目的から変更されてきた理由と経緯の記述が必要。又、計画変更後の振替計画
を実現するために新しいダムをつくる発想は安易であります。
琵琶湖流域の渇水時期に大戸川だけに水がある保証の記述が必要。

田中 真澄

「疑問あり」一庫ダムに関して最近運用変更を行ったばかりであり再検討の余裕はほとんどないのではな
いか？

畚野 剛

名張川・宇陀川合流点と大屋戸橋との間の区間は名張市市街地に接しているが、大変自然（河川）環境・
生態系豊かな貴重な場所であるため、治水対策を実施する場合にも充分環境に配慮することが重要であ
る。また、右岸河川敷に遊歩道を設置したいとの地元要望があるが、自然環境保全のために絶対実施す
べきではない。竹林は昔の水害防備林で現在もその役割を果たすと考えられ、万一の場合にも地域に壊
滅的被害は起こらないと思われるので、当面は要所のみの対策でよい。

川上 聰

詳細不明で判断できず。 倉田 亨

計画中のダムへの有効条件になっていないか疑問である。 渡辺 賢二

(ダム-24) ダム-24 5.7.2
土砂移動の連続性
の確保する方策検
討

各ダム 検討 重要。直ぐにでも研究・調査を。 倉田 亨

水質とともに水の「状態（密度・圧力、温度、速度、成分と各分布は一体）」の認識必要。混層流としても。 塚本 明正

検討で可 西野 麻知子

可 仁連 孝昭

可 尾藤 正二郎

可 米山 俊直
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検討はしておく。 和田 英太郎

調査検討内容が多く、このスケジュールで影響調査まで含めてできるのか。 池淵 周一

琵琶湖に供給される土砂量の減少はダムが原因としているが、本来、土砂の供給の多くは河岸段丘の形
成にみられるように護岸や河床を侵食することによって確保されていた。しかし、治水のための人工護岸、
川幅の拡幅や天井川などの河川形状の変遷によって、護岸や河床からの供給が途絶えたことも土砂量の
減少の大きな原因となっている。例えば、これまでに堆積した愛知川ダムの約60万㎥の土砂を約30㎞下
流の琵琶湖まで敷きつめたら数㎝にしかならず、ダムが琵琶湖への土砂の供給を阻害している主たる原
因とはいえない。

小林 圭介

基本的に可
しかし、４つのダム堆砂対策のイメージ図をあげているが、いずれも多くの問題がある対策であり、十分検
討しないと取り返しのつかない事態を招きかねない。すなわち、堆砂のヘドロ化、水質汚染・汚濁、高費
用、メンテナンスの難しさ、などである。
琵琶湖では浜欠けの原因にもなっており、解決が急がれるが、要はこの面でも新たなダムは造らないほう
が良いということである。

寺川 庄蔵

「可？」。慎重に検討・調査されるべき。 三田村 緒佐武

(関連施策-
1)

関 連 施
策-1

5.8.1 国営公園整備 淀川
検討/継続実
施/基本計画

可 米山 俊直

急ぐことはない。十分検討を。 倉田 亨

１．河川公園での自然とのふれあい、環境教育など河川レンジやーのできること、活動の場、公園管理者
との連携・協働の仕組みなど「国営讃岐まんのう公園のインタープリター」の制度なども参考にしながら、検
討してみる。

本多 孝

自然公園をベースにした見直しが必要 渡辺 賢二
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(環境-1) 環境-1 5.2
河川環境のモニタリ
ングの実施と評価

共通 実施 賛成（モニタリングの項目・評価基準表を用意が必要でないか←意見） 倉田 亨

実施 可 寺川 庄蔵

実施 「可」。 三田村 緒佐武

実施 可 米山 俊直

実施 評価法の確立が重要となる。 和田 英太郎

実施
１．鵜殿の事例に代えて、これまで実施してきた｢多自然型川づくり｣の場所及び内容を示すこと。
２．実施場所の実状に合った有効なﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画が必要なことを明記すること。
３．ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの計画の検討、結果の考察、評価等を行う組織が必要である。

有馬 忠雄

実施

河川環境のモニタリングに、これまでのいわゆるシンクタンク依存型から、住民段階をも視野にいれた方
向に展開しつつあるのはおおいに評価できる点である。今後はふたつの方向への展開を期待したい。ひと
つは、住民段階などに、委託調査など、実質的に予算措置の可能な関係をつくれることである。もう一点
は、［河川環境］はともすれば、生物生息環境に限定されがちだが、河川の水量（水かさ）など、構造的な
場面と、五感で把握する水質調査、あるいは川の環境文化などのモニタリングも住民活動団体が得意とす
る分野であり、モニタリングの項目の拡大を期待したい。

嘉田 由紀子

実施

「河川環境のモニタリングの実施と評価」［全水系］：実施で可。但し「多自然型川づくり」については、「提
言」においてそれからの脱却と新しい方法を提案していることに鑑み、ここに書かれている評価はもっと厳
しいものでなければならない。また、「鵜殿ヨシ原 切り下げ試験地モニタリング」だけでなく、今後行うイ
メージ図でも良いから、さらに広域的・全面的な例をも挙げるべきだ。そうでないと、「この程度のものでお
茶を濁すつもり」と誤解されるおそれがある。

川那部 浩哉

実施
2000年の新環境基本計画にもとづく戦略的環境アセスメントの実施を行って欲しい。評価次第では事業の
中止もありうる。調査は専門家、住民、住民団体と協力して行う。

川端 善一郎

実施
モニタリングの計画段階での打合せ、検討会などの充実
モニタリング実施のコンサルタントへの指導。現状では充分なモニタリングができていない。

紀平 肇

実施
システムとしては記載してあるが、具体的に誰が、どこで、どのようにしてデータを収集、解析し、評価する
かがないので、河川管理者が内部に担当係りでも作るのか明確でない。

宗宮 功

実施

実施で可
・ モニタリングのあり方およびその評価にあたっては、専門家（生態学：動物、植物を含む）と十分協議す
る場を設けること。
・ モニタリングの検討結果を積極的に公表すること。

西野 麻知子

実施
追加：河川整備の遂行の意思決定により有益なかたちにモニタリング事業全体を再編成する（あるいはそ
のようなモニタリングを追加する）。

原田 泰志
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実施
条件付可。モニタリング計画の検討段階で、学識経験者や地域の特性に詳しい人物を交えて科学的かつ
地域特性に応じた計画づくりを行うことが条件。また、実施にあたって、調査能力が十分にある住民団体
に対しては、既存の業者と並ぶ業務の委託先とすることを求める。

村上 悟

(環境-34) 環境-38 5.2.4
琵琶湖・淀川流域水
質管理協議会（案）
の検討

- 検討／準備会 賛成 倉田 亨

検討／準備会 可 米山 俊直

検討／準備会

検討→実施
琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）に住民、ＮＰＯ・ＮＧＯ（住民団体）を構成メンバーに入れる。
（理由）水質は日々悪化しており、ただちにそうした協議会を立ち上げるべきである。
メンバーには意見を持ち現場を良く知る住民とＮＰＯ・ＮＧＯを参加させるべきである。
（理由）琵琶湖の水質は予断を許さないところまで悪化してきており「実施する。」とすべきである。
琵琶湖の水質保全対策では、非常に甘いというか弱い。滋賀県に任せているということかもわからない
が、琵琶湖のスケールを考えると国としてもっと責任ある態度が必要。赤潮やアオコの連続発生、溶存酸
素の低下、低質悪化、それに伴う漁業の衰退など一刻の猶予も許されないところまできている。

寺川 庄蔵

検討／準備会

これまでの水質管理目標が、ＢＯＤやＣＯＤあるいはアンモニア性窒素など、水中の物質中心であったもの
を、［人の五官］［飲み水］［生き物の豊かさ］という３点から評価しようという方向は大変重要である。人びと
は、ＰＰＭで水質を評価しているわけではなく、あくまでも五感や、子どもの遊び場、など［かかわり指標］と
もいうべき判断基準をもっている。また多くの人が最も関心をもっているのは、［蛇口の水は飲めるか］とい
う［安全性］や［安心・信頼］に対する指標である。そのようなことから、このような水質協議会はおおいに期
待したいが、名称をもう少し親しみやすいものに工夫したい。たとえば［水質管理協議会］というよりは、［水
に親しむ社会づくりの会］などが提案できる。また平常時から、モニタリングに、子どもや地域住民などにか
かわってもらい、そのコーディネーターとして河川レンジャーが活躍できるような社会的制度を考えてほし
い。

嘉田 由紀子

検討／準備会
琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の参加メンバーとして「住民活動に詳しい有識者」が掲げられて
いるが、これには環境保全に関わる市民団体、地域（住民）組織など（3名程度）と河川レンジャー（仮称）
が加わるべきである。（学識者を除く他のメンバーは行政ばかりで行政の比重が大きすぎる。）

川上 聰

検討／準備会

「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の検討」：検討で可。
Ａ「琵琶湖・淀川流域環境保全協議会（仮称）の検討」：前項にも記載されているように、環境の時代にあっ
ては、多様性をもった生態系の機能を十全に使うことが重要である。そのためには、水質管理のみではな
く、環境保全のための協議会を作ることを計画すべきであり、その検討が望まれる。あるいは、水質管理
協議会を変更して、生態系機能増大にも役立つものとすることも考えられる。

川那部 浩哉
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検討／準備会

１．新協議会には、住民部会を設置しその代表が全体協議会に参加するようにし、住民部会は幅広い住
民多数と学識経験を持つアドバイザーで構成し、住民にできるアクションプログラムを作るだけでなく、作
成後は、その住民部会が、アクションプログラム推進・普及の中心をにない作成後の取り組みも検討する。
２． 河川レンジャーがこのアクションプログラム普及・推進で果たせる役割があるか検討する。(環境教育
などで)

本多 孝

検討／準備会
「可」。ただし，その成果に住民意見を反映させる方策が必要。学識経験者だけでなく一般住民の知恵を
結集すべき。

三田村 緒佐武

検討／準備会
水質に加えて、底質監視も加えるべきである。新協議会は面源負荷抑制などについて住民に広報し、学
べる場を提供する。

山本 範子

検討／準備会 水質基準の体系化が必要。 和田 英太郎

検討／準備会
この協議会は常設の事務機関を有すべきである。でなければ緊急対策など出来ない。流域の汚濁負荷削
減がこの機関の仕事とされているが、関連法規が担当部署や部局で異なることから、従来の寄り合い機
関であっては、実効性に乏しい。負荷のアロケーションが実効的にできる機関であることが期待される。

宗宮 功

(環境-59) 環境-63 5.2.8
生物に配慮した護岸
工法の採用

事例河川 実施 可 米山 俊直

実施
「疑義あり」：現在の「多自然型工法」は見せかけに過ぎない面もあり、「実施を急がずに」より自然に近い
工法の研究・施行が望ましい。

畚野 剛

実施
施工機械の性能、効果等情報公開と社会的合意を得る努力が必要。これまで、とかく独善的に工事が進
められてきた。

有馬 忠雄

実施 おおむね「可」。ただし，生物に配慮した人工構造物はありえないことを基本に据えるべき。 三田村 緒佐武

実施

「生物に配慮した護岸方法の採用」：ナカセコカワニナを対象とするこの整備については、実施で可。但し、
１～２ページと３～４ページとの説明には大きい落差があり、また「全川的に実施」とあるのはどちらの意味
であるか、理解不能である。１～２ページに書かれている内容は極めて重要であるから、それの検討を進
めることが必要不可欠である。

川那部 浩哉

実施 工法について、優良事例を蒐集し、検討することが先決ではないか。 倉田 亨

(環境-60) 環境-64 5.2.8
植物の結実時期を
考慮した施行

事例河川 実施 （可） 田中 真澄

実施 「賛成」 今後事例を積み上げてゆくよう努力されることを期待。 畚野 剛

実施
可です｡在来種を保全するための事例が挙がっているが､特定の外来種を抑える考え方もあると思うので､
さらに検討してください｡

細川 ゆう子

実施 可 米山 俊直

実施
「植物の結実時期を考慮した施行」：木津川におけるオニユリ群生地を対象とするこの整備については、実
施で可。但し前項同様に、書き方には問題がある。

川那部 浩哉
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実施 施工時期だけでなく、留意事項などのマニュアルを試作して検討することをすすめる。 倉田 亨

(環境-61) 環境-65 5.2.8
現況の植生を考慮し
た必要最小限の工
事用道路の設置

事例河川 実施 （可） 田中 真澄

実施 「賛成」 今後事例を積み上げてゆくよう努力されることを期待。 畚野 剛

実施 可 米山 俊直

実施 先づマニュアルを作成してテストの上で最良策を編み出して欲しい。 倉田 亨

(環境-62) 環境-66 5.2.8
工事中濁水の生物
水域への流入防止

事例河川 実施 「工事中濁水の生物水域への流入防止」：実施で可。これはまさに「全川的に実施」が適当である。 川那部 浩哉

実施 （可） 田中 真澄

実施 「賛成」 十分な配慮を希望。 畚野 剛

実施 可 米山 俊直

実施
「可」。濁水防止をさらに進めるよう改良を重ねるべき。また，濁度水という視点だけではなく，濁水から溶
出する成分に注意を払うべくその実態把握と対策をはかるべき。なお，生物への直接影響だけでなく，光
環境の変化に伴う生態系の変化も考慮しなければならない。

三田村 緒佐武

実施 先づマニュアルを作成して諸意見を確かめて取り組むべきではないか。 倉田 亨

実施
実効性の確保をどうするのか記載すべきである。つまり、現場でこの工法が採用されていても、琵琶湖の
湖辺域や河川下流部のいたるところの工事において濁水の大小の規模の拡散が認められる。

小林 圭介

(治水-1) 治水-1 5.3.1
水害に強い地域づく
り協議会（仮称）

淀川流域 調査／検討 大賛成 倉田 亨

調査／検討 可 やってみなければ何事も始まらない。 尾藤 正二郎

調査／検討 提言の主旨に沿った取り組みとして評価できると思います｡ 細川 ゆう子

調査／検討

「水害に強い地域づくり協議会（仮称）」：検討で可。但し、流域は一環したものであり、上流部などについて
も氾濫が起らないことはあり得ないから、そこでも同様に近畿地方整備局において、主体的・主導的・積極
的に協議会を作り上げなければならない。このようなものが「整備計画に係る具体的な整備内容シート」に
抜けているのは、全く不自然である。なお、致命的な災害を避けることは十分進めても、洪水・浸水を皆無
にすることは不可能であることに鑑み、浸水やその時の防備の状態自体を受け継いで、したたかに対応す
る手段をむしろ講じることが、とくに重要である。

川那部 浩哉

調査／検討

全国的にみても高齢化した水防団員の減少が問題であり、維持管理を含めた災害時における動員定員の
確保、補充要員の確保のためにも河川レンジャー、各地の新しい流域センターを通して、若い層への働き
かけ。例えば、スポーツグループ、青年団、婦人部、高校、大学、地域への働きかけが必要。十三での淀
川水フォーラム的な存在にして平常の人の接触が必要である。

小竹 武
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調査／検討

１．自分で守る部会は、住民参加を主体に住民への普及啓発も含めたアクションプログラムも検討し、この
部会は検討する部会だけでなく検討後は、その推進・普及を主体的におこなう活動団体に発展していくこと
も展望し、後のフォローアップ体制も検討する。このことにより、常に住民が災害についての危機意識を持
てるようにしていく。
２． 今後の普及・推進において河川レンジャーのかかわりや連携でできることはあるか、検討。

本多 孝

調査／検討

１．自治体等では人がどんどん入れ替わる。こういった点を考慮して、「協議会」うまく機能させるにはどうし
たら良いか
２．住民には必要に応じて情報提供するとあるが、必要な時とはどういう時か
治水-1～治水-4において、水俣の土砂災害の反省はないか…行政の警報・避難勧告がない状態で、消
防団員が自主的に行動し多数の住民の命を救ったが、本人は被災したという事実をどう受け止めている
か。

桝屋 正

調査／検討

条件付可。「治水」だけを目的とした巨大な協議会ゆえに利水との連携や環境分野の軽視が懸念される。
（１）まちづくりや川づくりに関わる住民団体の参加を積極的に求め、その意見を尊重すること、（２）利水、
環境の協議会との情報交換を積極的に行い、必要に応じて合同の協議会を設置すること、（３）流域委員
会に逐次報告をすること、（４）既存の委員会（淡海の川づくり委員会等）との連携の検討、が条件。

村上 悟

調査／検討 住民を加えるだけでなく、住民の意識啓発、ふだんの効果的な情報発信についての専門家が必要。 山本 範子

調査／検討 可 協議会設置を急ぎ、広報宣伝（PR)を重視すること。 米山 俊直

(治水-2) 治水-2 5.3.1
自分で守る（情報伝
達、避難体制整備）

淀川流域 調査／検討 賛成 倉田 亨

調査／検討 可 都市計画部局等の参加の試みは重要である。 尾藤 正二郎

調査／検討
提言の主旨に沿った取り組みとして評価できると思います｡治水において､まず個人の自覚を促した点､重
要と考えます｡

細川 ゆう子

調査／検討 可 流域全体への広報・宣伝が不可欠である。 米山 俊直

調査／検討 光ファイバー網をつかった堤防診断技術の開発はできないか。 池淵 周一

調査／検討
「日頃から備える」：検討で可。とくに、「浸水想定区域からの住宅移転」をも含め、「市街化抑制」が謳われ
ていることは高く評価できる。従来、後追いに終始していたのを改め、土地利用自体を河川の側から調整
することについて、いっそう主体的・主導的・積極的に進めることが、とくに重要である。

川那部 浩哉

調査／検討

全国的にみても高齢化した水防団員の減少が問題であり、維持管理を含めた災害時における動員定員の
確保、補充要員の確保のためにも河川レンジャー、各地の新しい流域センターを通して、若い層への働き
かけ。例えば、スポーツグループ、青年団、婦人部、高校、大学、地域への働きかけが必要。十三での淀
川水フォーラム的な存在にして平常の人の接触が必要である。

小竹 武

調査／検討
「賛成」ただし自治体のハザードマップ作成のために必要なよりきめ細かい情報の提供が必要。たとえば
予想される破堤・越水ポイント、その地点からの堤内地への浸水速度まで入ったハザードマップが必要で
はないでしょうか？

畚野 剛
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調査／検討 １．今後の普及・啓発・推進において河川レンジャーのかかわりや連携でできることはあるか、検討。 本多 孝

調査／検討

１．自分で守るというのは住民一人一人に意識を持たせることと思うが、具体的な方策はなにか。
２．住民に関する記述が少ないと思うがどうか。
治水-1～治水-4において、水俣の土砂災害の反省はないか…行政の警報・避難勧告がない状態で、消
防団員が自主的に行動し多数の住民の命を救ったが、本人は被災したという事実をどう受け止めている
か。

桝屋 正

調査／検討
4/12地域でも少数の人しか知りません。皆がいざというときに手をかせるよう、情報提供を積極的に行なっ
てほしい。防災備蓄庫に地域住民への説明板設置など。

山本 範子

(治水-3) 治水-3 5.3.1
みんなで守る（水防
活動、河川管理施設
の運用）

淀川水系
検討・調査／
実施

賛成 倉田 亨

検討・調査／
実施

可 連動する防災効果の意識を共有する。 尾藤 正二郎

検討・調査／
実施

提言の主旨に沿った取り組みとして評価できると思います｡ 細川 ゆう子

検討・調査／
実施

可 猪名川の”総合治水特定河川指定”をモデルにして、全流域に及ぼす。 米山 俊直

検討・調査／
実施

都市型水害シミュレーションモデルの開発が必須か。 池淵 周一

検討・調査／
実施

「洪水時の対応」：実施かつ検討で可。なお、緊急事態において、行政の判断・警告・命令などを住民が受
け入れるためには、日頃からの信頼等が重要であることに鑑み、住民と行政との関係を現状とは格別に
進めるための手段を、模索的なものを含めて探索することが、とくに重要である。

川那部 浩哉
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検討・調査／
実施

全国的にみても高齢化した水防団員の減少が問題であり、維持管理を含めた災害時における動員定員の
確保、補充要員の確保のためにも河川レンジャー、各地の新しい流域センターを通して、若い層への働き
かけ。例えば、スポーツグループ、青年団、婦人部、高校、大学、地域への働きかけが必要。十三での淀
川水フォーラム的な存在にして平常の人の接触が必要である。
各地域での対応能力に差がある。時代的変化について行けるとも思えない。平素からの意識を含めた準
備、訓練、官民一体の連携が必要である。
同時広範囲の場合、道路、鉄道が止まった場合。送電が止まる場合の人的要員の動員力には問題があ
り、交代要員、非常物資の集積、配布、他地区からの動員、応援は困難である。場所と人員の配置に配慮
が必要である。
医療関係でも、過去の歴史に教訓がある。学校施設の避難所としての場所の確保。教育をつづけるため
の各教室への開放が問題であり、学校施設の利用範囲を制限し、公的だけでない民間の施設利用、許可
を得ておく等平素からのハザードマップの作成が必要である。
災害に備えて、衛生管理、消毒、防疫、病院のレントゲン装置、手術室等の浸水に配慮した設置場所の高
さ、非常電源のための自家発電の燃料タンクの備蓄量を知っておく等の必要がある。
例）十三市民病院が阪神大震災の際に、病院が無傷なのに3日間動けなかったのは、人災と交通事情が
関連したことである。台風、高潮、地震、水害、それぞれのライフライン、電気、瓦斯、水道の復旧の違いを
地域別に知っておく必要と、平素の訓練が必要である。

小竹 武

検討・調査／
実施

「実施可」 ただし内水被害の防止には排水ポンプだけに頼ることなく、公私のいろいろな貯留施設の建
設・維持の担保などに努力することに留意されたい。

畚野 剛

検討・調査／
実施

１．今後の普及・啓発・推進において河川レンジャーのかかわりや連携でできることはあるか、検討。 本多 孝

検討・調査／
実施

１．住民へ水防警報は知らせないのか
２．住民には、どういう風に情報提供するのか。伝える内容は住む場所と時間の推移によって変ってくると
思うがどう考えているのか
治水-1～治水-4において、水俣の土砂災害の反省はないか…行政の警報・避難勧告がない状態で、消
防団員が自主的に行動し多数の住民の命を救ったが、本人は被災したという事実をどう受け止めている
か。

桝屋 正

(治水-4) 治水-4 5.3.1
地域で守る（街づく
り、地域整備）

淀川水系 調査／検討 大賛成 倉田 亨

調査／検討 可 「総合治水」をやる、ということを徹底する。 尾藤 正二郎

調査／検討 「賛成」 実現化されるよう努力されることを期待。 畚野 剛

調査／検討 提言の主旨に沿った取り組みとして評価できると思います｡ 細川 ゆう子

調査／検討 可 猪名川の”総合治水特定河川指定”をモデルにして、全流域に及ぼす。 米山 俊直

流域全体－7/22



031010

旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

調査／検討
あらかじめ至近に洪水避難ビルを指定しておき、避難場所に指定
猪名川は総合治水特定河川に指定されているが、さらに都市型水害特定河川にして関連自治体の規制
強化の権限付与を。

池淵 周一

調査／検討
「流域で水を貯める」：検討で可。猪名川について先ず進めることに異存はないが、他の河川地域について
も、必要に応じて積極的に検討することが、とくに重要である。

川那部 浩哉

調査／検討

全国的にみても高齢化した水防団員の減少が問題であり、維持管理を含めた災害時における動員定員の
確保、補充要員の確保のためにも河川レンジャー、各地の新しい流域センターを通して、若い層への働き
かけ。例えば、スポーツグループ、青年団、婦人部、高校、大学、地域への働きかけが必要。十三での淀
川水フォーラム的な存在にして平常の人の接触が必要である。
各地域での対応能力に差がある。時代的変化について行けるとも思えない。平素からの意識を含めた準
備、訓練、官民一体の連携が必要である。
同時広範囲の場合、道路、鉄道が止まった場合。送電が止まる場合の人的要員の動員力には問題があ
り、交代要員、非常物資の集積、配布、他地区からの動員、応援は困難である。場所と人員の配置に配慮
が必要である。
医療関係でも、過去の歴史に教訓がある。学校施設の避難所としての場所の確保。教育をつづけるため
の各教室への開放が問題であり、学校施設の利用範囲を制限し、公的だけでない民間の施設利用、許可
を得ておく等平素からのハザードマップの作成が必要である。
災害に備えて、衛生管理、消毒、防疫、病院のレントゲン装置、手術室等の浸水に配慮した設置場所の高
さ、非常電源のための自家発電の燃料タンクの備蓄量を知っておく等の必要がある。
例）十三市民病院が阪神大震災の際に、病院が無傷なのに3日間動けなかったのは、人災と交通事情が
関連したことである。台風、高潮、地震、水害、それぞれのライフライン、電気、瓦斯、水道の復旧の違いを
地域別に知っておく必要と、平素の訓練が必要である。

小竹 武

調査／検討 １．今後の普及・啓発・推進において河川レンジャーのかかわりや連携でできることはあるか、検討。 本多 孝

調査／検討
治水-1～治水-4において、水俣の土砂災害の反省はないか…行政の警報・避難勧告がない状態で、消
防団員が自主的に行動し多数の住民の命を救ったが、本人は被災したという事実をどう受け止めている
か。

桝屋 正

調査／検討
2/8 3/8など情報を広く理解されるよう、協議会等早急に考えていただきたい。土地利用の規制・誘導が
望まれます。検討支援に賛成します。

山本 範子

(治水-9) 治水-9 5.3.1 堤防補強 淀川
検討／試行・
委員会／実施

可 将来のまちづくりも視野に入れる。 尾藤 正二郎

検討／試行・
委員会／実施

可 技術的に最新の工法を効率的に用いること。 米山 俊直

検討／試行・
委員会／実施

具体的な現地に則した堤防強化策がいつごろ確定するのか。この優先施策の定まるスパンの長短が事業
実施や代替案比較に関係してくる。

池淵 周一
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検討／試行・
委員会／実施

堤防補強に際して設置される法尻排水溝（Ｕ字溝）には、一定区間（１０～２０ｍ）おきに落下生物が這い登
れるようスロープ付きの材料を使用して横断方向の生物移動を保証すべきである。

川上 聰

検討／試行・
委員会／実施

補強の方法・コストの検討がなされて順次に実施を考えるしかない。（事業詳細不明は判断不能） 倉田 亨

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強を行うとともに、現在の堤防の構造や安全面での問題点を調査し、公表する必要がある。 谷田 一三

検討／試行・
委員会／実施

堤防補強については､要望があります｡地元では､2キロ弱の区間を､土道で保存するように､要望を続けて
います｡うわさは口コミで広がり､ウォーキングをする人が日に数百人こられます｡早朝からバスに乗って歩
きに来る人もいます｡「川風に吹かれながら景色を楽しみながら歩けるのがいい｡」と歩いている方は言い
ます｡一方で､車が通らず､信号がないのが便利なので､通勤通学のために自転車に乗る人もいて､そういう
利用の人は､舗装を望む声もあります｡また､堤防間近に住む人の中には､「土ぼこりがするので､舗装して
ほしい｡」と考えている人もいます｡犬の散歩に来る人も多いので､フンを持ち帰らない人が多いのが､問題
になっています｡保育園の先生は､斜面で「子ども達が花をつんだり､野草をつんだりするのに､フンが多くて
困る｡」と嘆いています｡堤防には、地域によって､さまざまな利用が求められています｡私は､堤防の上ぐら
い､歩くために使ってもいいのではないかと考えています｡高齢化が進むこれからを考えれば､高齢者が車
に怯えず歩けるのは､公園か堤防しかなくなってしまいます｡少し道幅が取れると､舗装して車を通してしま
うのは､やめてほしいです｡また､桜堤に限らず､地域の住民の自主判断で､治水上影響のない程度に低木
や､多年草を植えることができれば､ずいぶん堤防の環境や景観を変えられるのにと思います｡たとえば､
萩のように､古代から日本人に親しまれてきた植物､昆虫の食草になったり､キイチゴのように､実をつける
植物です｡それらを道から少し入ったところに植えれば､犬がフンをしに入るのを防ぎ､斜面の野草をフン害
から守れます｡また､土ぼこりも軽減できます｡このような夢は､それぞれ地元の方が持っているでしょう｡堤
防は､洪水から地域を守る大切な施設であることはもちろんですが､住民にとっては､毎日暮らす生活の一
部なのです｡また猪名川の場合はたいした問題にはならないでしょうが､堤防の斜面に希少種が存在する
場合もあるでしょう。緩傾斜化は進めてほしいですが､覆土は､環境破壊につながる場合があることを考慮
してください｡治水上､危険を増大させない限り､地域の希望に配慮した､多様な堤防作りを希望します｡

細川 ゆう子

検討／試行・
委員会／実施

「治水-9～治水-14」について
１．実施内容はいつ決まるのか。 ２．実施内容は場所に拘わらず同じか、堤防の材質によって違うのでは
ないか
３．実施の優先順位はどうなっているか、同じ区間でも優先すべきところとそうでないところがある筈
４．上記各項をもとに、全体の計画を明確にして示して欲しい

桝屋 正

検討／試行・
委員会／実施

全体の概要説明が必要 和田 英太郎

(治水-35) 治水-37 5.3.3
河川管理施設の耐
震点検

淀川水系 検討 賛成 倉田 亨
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検討 可 尾藤 正二郎

検討 可 緊急性あり 米山 俊直

検討
修正；予想される地震の発生確率から考えて，平成18年度まで検討というスケジュールで良いのか？15年
度に耐震点検を実施し補強策を検討，16年度から即実施というスケジュールの変更は不可能なのかどう
か検討していただきたい．

田中 哲夫

(利水-1) 利水-1 5.4.
利水者の水需要の
精査確認

-

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

賛成 倉田 亨

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

賛成。水需要の抑制は今後の河川整備計画の大きな要素となりますが、その前提として利水者の水需要
についての精査が不可欠です。

田村 悦一

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

可
十分な精査を期待します。

西野 麻知子

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

可 仁連 孝昭

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

OK 水山 高久

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

可 重要 米山 俊直

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

「利水者の水需要の精査確認」：実施で可。但し、利水者のいう水需要が過大であった過去の実績に鑑
み、利水者の出す数字を確認するために、近畿地方整備局として独自に調査を行う必要があり、そのため
の検討を進めること、また、比較的短期間ならば水不足や渇水が起るのはむしろ当然として許容できるか
たちの需要量を考えること、などがとくに重要である。

川那部 浩哉
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水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

水需要の精査確認（水利権審査）、水需要の精査確認（計画中ダムの利水容量）両者の精査確認の内容
の違いは（2/4の基本的視点にてらして）

池淵 周一

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

利水者の水需要の精査確認→可
利水者の水需要を精査確認した資料が出ないことには、全体についての正しい判断ができない。
早急な精査確認の提示を。
基本的な視点の１．で「妥当性」の言葉が使われているが、「社会的合意」に変更すべきである。また、２．
では「水需要抑制策」があげられているが、「再利用、節水、雨水利用など」の努力評価が必要。この部分
は、水利権審査の時も審査項目とされたい。

寺川 庄蔵

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

コメント：それぞれの利水者がどのような条件がみたされれば需要量を削減するか（できるか）、等、水需
要管理にむけて必要な情報を十分に得るような精査確認を行うべき。現在の記述ではそのような意図がよ
みとれない。

原田 泰志

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

「審査時期の変更」： 大口の水道用水については水利権更新時期を前倒しにして、水利権審査を行えな
いか？
理由：ダム建設の可否の判断のために大きな影響を及ぼす要素であり、まず大枠を把握することが不可
避と考えます。

畚野 剛

水需要の精査
確認／水需要
の精査確認
（水利権審査）

水需要の精査の方法は､ずいぶん具体化しましたが､節水の努力についても審査しないと､水使用量が妥
当かどうかを吟味するだけでは､効果が薄いのではないでしょうか｡

細川 ゆう子

(利水-2) 利水-2 5.4.
水利権の見直しと用
途間転用

-

用途間転用の
調整／農業用
水の慣行水利
権の許可水利
化について

賛成 倉田 亨

用途間転用の
調整／農業用
水の慣行水利
権の許可水利
化について

可 重要 米山 俊直
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用途間転用の
調整／農業用
水の慣行水利
権の許可水利
化について

「異議あり」 一庫ダムに依存している川西市にダム稼働以前から居住しているが、すくなくとも個人利用と
いう範疇では、若干の節水で「取水制限」に対応出来ており、「全量補給が出来ないこと＝渇水＝実力評
価の基準」というのは悲観的判断に偏っているのではなかろうか？

畚野 剛

用途間転用の
調整／農業用
水の慣行水利
権の許可水利
化について

「水利権の見直しと用途間転用」：実施で可。但し、「余っている」ものを転用するというにとどまらず、既存
の水利権がどこまで削れるかを目標にして検討・実施を進めることが、とくに重要である。

川那部 浩哉

用途間転用の
調整／農業用
水の慣行水利
権の許可水利
化について

水利権の見直しと用途間転用→可
水利権の見直しと用途間転用については、意見書の指摘に基づき積極的にすすめて欲しい。しかし、利水
安全度評価については、正確な評価とはいえないところがあり慎重に再検討すべきである。

寺川 庄蔵

用途間転用の
調整／農業用
水の慣行水利
権の許可水利
化について

農業用水の精査については､用水路の維持管理の負担を軽減することもあわせて対策すれば､地域の共
有財産としていくことをメリットと受け取ってもらいやすいのではないでしょうか。決して権利を奪うものでは
ないことを理解してもらえるよう､信頼関係を築く努力が必要だと思います｡

細川 ゆう子

用途間転用の
調整／農業用
水の慣行水利
権の許可水利
化について

各利水者の安全度にアンバランスとは。農業用水の水利権見直しにあって地域の水環境に関する要望に
配慮とは。用途間転用は以下の3つの工水だけか。農政との連携・強調からさらに協議の段階に踏み込む
べきでは。20～30%程度の実力低下の意味するものは。工水から上水への転用が琵琶湖水位操作に与え
る影響はないか。

池淵 周一

(利水-4) 利水-4 5.4.
渇水対策会議の改
正を調整

-

渇水会議定例
化／水利用を
考える場／連
携

水需要管理協議会を設置することは参加メンバー、協議事項とあわせ評価したい。調整が必要と思われ
るが新しい協議会への移行を進められたい。協議会においては利水関連の情報が一元管理されているこ
とが望まれる。

池淵 周一

渇水会議定例
化／水利用を
考える場／連
携

賛成 倉田 亨
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渇水会議定例
化／水利用を
考える場／連
携

賛成。＜理由＞現実的で実現可能な方策の代表的なもののひとつ 塚本 明正

渇水会議定例
化／水利用を
考える場／連
携

「賛成」 きめ細かい対応と速やかな情報公開に期待。 畚野 剛

渇水会議定例
化／水利用を
考える場／連
携

渇水時の調整に､投資額に見合った配分をするというのは､やめてほしい｡とても危険な考え方だと思いま
す｡個人的には､水資源開発をするより､節水対策をした方が､経済性は高いと思いますが｡

細川 ゆう子

渇水会議定例
化／水利用を
考える場／連
携

可 米山 俊直

渇水会議定例
化／水利用を
考える場／連
携

渇水対策会議は統合的に水需要を管理する組織として「淀川水系水需要管理協議会」とし、その参加メン
バーとして「有識者」が掲げられているが、これには市民団体、地域（住民）組織など（3名程度）が加わる
べきである。（学識者、有識者を除く他のメンバーは行政ばかりで行政の比重が大きすぎる。）

川上 聰

渇水会議定例
化／水利用を
考える場／連
携

「渇水対策会議の改正を調整」：実施かつ検討で可。
Ｃ「日頃から節水し、渇水に備える」：洪水に日頃から備えることと同様に、利水についても「日頃から節水
し、渇水に備える」ための検討を行うことが重要である。上記のような、「対策会議の改正」程度では、物事
はあまり進まないと考える。

川那部 浩哉

渇水会議定例
化／水利用を
考える場／連
携

１．住民部会を設け、住民参加を主体に住民への普及啓発も含めたアクションプログラムも検討し、この部
会は検討する部会だけでなく検討後は、その推進・普及を主体的におこなう活動団体に発展していくことも
展望し、後のフォローアップ体制も検討する。このことにより、常に住民が節水についての危機意識を持て
るようにしていくとともに水を大切に、節水するライフスタイルに転換していく活動をおこなう。
２．今後の普及・推進において河川レンジャーのかかわりや連携でできることはあるか、検討。

本多 孝
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渇水会議定例
化／水利用を
考える場／連
携

渇水対策会議の改正を調整
・河川整備方針の「水需要の抑制」は可
しかし、
・現状の課題の記述で「一方、近年の少雨化傾向・・・・また、琵琶湖においても平成５年以降の10年間で、
－90ｃｍ以下となる水位低下が3回発生している。」としているが、琵琶湖総合開発に伴う水位操作が関係
しており、正確な記述とはいえない。
・新協議会に住民と住民団体代表の参加が必要。また、国の機関として環境省を加えるべきである。
・提案理由の「安定供給努力に応じた取水制限の考え方を検討し、・・・」は好ましくない。

寺川 庄蔵

(利用-6) 利用-6 5.5.2
河川保全利用委員
会（仮称）

全河川（直轄
管理区間）

調整 賛成 倉田 亨

調整 可 促進の要あり 米山 俊直

調整
単独での実施は不可。この原案では行政による河川管理の強化となる。平行して、利用者同士でのルー
ルづくりを進めるための会の実施あるいはサポートが条件。さもなくば利用者間の軋轢を助長する一方で
ある。

村上 悟

調整
構成メンバーに住民代表（直接的な利用者、又は関係者でない住民）を入れなければ設置の意味がない。
設置の必要なし。

渡辺 賢二

調整
全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。

小竹 武

調整

ａ この委員会は、河川の保全の見地から、河川の利用のありかたを論議するものであるところから、名称
は「河川保全委員会」が適切ではないかと考えます。
ｂ 委員会の構成は、学識者と沿川自治体であり、地域住民の参画方法としては「委員会で意見を取り集
める」とされています。関係住民が「利用者ないし利用者団体」となることを避けるためかとも思われます
が、具体的な利用者や関係者ではない「公益の担い手」としての沿川住民が委員会の構成員としてその
座を占めることも必要ではないかと思います。「公益の担い手」としての沿川自治体よりも、当該河川の利
用保全についてより密着した意見を述べることができるからです。
異議あり。
１．本来、この委員会は、河川保全の見地から、利用の適正化をはかるためのものであるから、名称は「河
川保全委員会」が適切である。
２．委員会の構成は、学識経験者や沿川自治体のみでなく、流域住民代表（利用者や直接の利害関係者
ではなく）も加えたほうがよい。

田村 悦一

調整 河川名：全河川（直轄管理区間）に「直轄外淀川水系準用河川」を追加する 塚本 明正
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調整
河川保全利用委員会（仮称）→可
この委員会についても、住民参加を明確にしておくべきである。
縮小方向は賛成。

寺川 庄蔵

調整
猪名川のような高水敷利用の進んだ河川においては、占用施設の新設、更新の基準を他の河川よりきび
しくすべきである。

服部 保

調整
意見： 猪名川についての現状は適正な利用の限界を超えているのではないか。利用抑制の目標値の設
定を「追加」していただきたい。

畚野 剛

調整

高水敷利用について､現状を踏まえて､公正な判断の場が必要だということに､賛成します｡ただこの組織
の権限などについては､わからない部分があります｡グラウンドなどを､堤内地に戻すためには､かわりの場
所の確保が必要ですが､そういう問題の調整にも､踏み込める組織なのでしょうか｡また､グラウンド使用者
の中には､環境教育にも一定の取り組みをされている団体もあれば､子どもから使用料を取って収入を得
ている団体もあると聞きます｡使用の実態を正確かつ公正に調査し､判断基準とすることも必要と思われま
す｡

細川 ゆう子

調整

１．住民対話集会の役割を位置づけてください。
２． 将来グランドなどの利用を縮小するに当たって、環境教育や川を元に戻すことの意味を現場のフィー
ルドワークから理解していただけるような取り組みに河川レンジャーが果たせる役割があるか、連携できる
ことがあるか検討する。

本多 孝

調整

１．地域毎の河川保全利用委員会の委員構成を示して欲しい
２．地域毎の占用施設の内訳
３．住民から意見を聴きくとしており、また、委員会で示す意見聴取方法によるとしているが、内容が決まれ
ば示して欲しい
４．今後の審議のスケジュール

桝屋 正

調整

占用権の一定期間ごとの見直しを提言に沿った排他的独占的利用の制限に向けて行っていくことが重
要。積極的に促進するべき河川の利用を援ける。（施設づくり、利用をたすけるヒントの広報、人づくり・・・）
利用希望の利害調整だけでなく、目ざしている河川環境についての理解を深めあう場としてほしい→河川
保全利用委員会（仮称）

山本 範子

調整 代替地が必要。 和田 英太郎

(利用-7) 利用-7 5.5.2 違法行為の対策
淀 川 水 系 各
河川

実施 賛成 倉田 亨

実施 可 米山 俊直

実施
全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。

小竹 武
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実施

「検討でなく、早期に確実に実施すべきである」 なお、琵琶湖の湖岸や砂浜の不法占拠や不法利用、湖
岸と道路の間に建設された住宅は、本来、誰もが琵琶湖で魚を採ったり、水泳や水遊びをしたり、ふるさと
の風景を眺めたりできる権利を奪ってしまっていることになり、また琵琶湖を私物化していることでもある。
この琵琶湖の湖辺の適正利用や違法行為の是正も早期に実施すべきである。

小林 圭介

実施
１．違法行為の実態、内容と場所など
２．是正スケジュールが決まれば示して欲しい

桝屋 正

実施
2/4是正の優先順位について、長らく説得に応じないなど既成事実化されている違法行為についてさらに
放置することになりかねないので、文言を改める。→例：常態化・常習化している
違法行為については今後厳しく是正してゆく。

山本 範子

(利用-8) 利用-8 5.5.2 ホームレス対策
淀 川 水 系 各
河川

関係機関協議
／対策を推進

可 促進の要あり 米山 俊直

関係機関協議
／対策を推進

全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。

小竹 武

関係機関協議
／対策を推進

１．「地方自治体と一体となって｣と記されているが各地方自治体との連携の内容
２．「ホームレスの自立支援等に関する特別措置法」では、国は財政上他必要な措置を講ずるとあるがそ
の内容
３．淀川水系584人の各自治体毎の人数
４．平成15年度中に策定予定の「実施計画」の内容

桝屋 正

関係機関協議
／対策を推進

ホームレスも堤外に住むのは危険であることを広報すべきです。高水敷などが安全であるという認識を変
えていかないといけない。

山本 範子

(利用-9) 利用-9 5.5.2 迷惑行為の対策
淀 川 水 系 各
河川

実施 賛成 倉田 亨

実施 賛成。計画の適切な早期実施を望みます。 田村 悦一

実施 可 米山 俊直

実施
全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。

小竹 武

実施 実効性の確保をどうするのか記載すべきである。 小林 圭介

実施
１．住民への啓発、看板・印刷物内容の作成、出前講座など、河川レンジャーのかかわれる役割や連携を
検討する。

本多 孝
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実施
１．迷惑行為の内容・内訳等データがあれば示して欲しい。
２．「日常的な啓発」「計画的な啓発」について、内容・実施計画・実施結果
３．自治体･住民との連携の具体的な内容

桝屋 正

(利用-14) 利用-15 5.5.4 漁業
淀 川 水 系 各
河川

- 重要、賛成 倉田 亨

- 可 スケジュールをつくること 米山 俊直

- 河川環境を保全、再生の各施策を検討し、すみやかに実施に移すべし。 渡辺 賢二

-

Ａ「琵琶湖における漁業の振興」：漁業者は、伝統的知恵に準拠しながら琵琶湖の湖内の状況を日常的に
モニタリングしている存在であることに鑑み、また、適切な漁業そのものは琵琶湖生態系の保全に寄与す
るものであるから、その振興対策を広く検討することが、とくに重要である。但し、いわゆる「栽培漁業」など
従来行われていた施策の中には、緊急的には必要悪として認められるものの、長期的には逆の効果をも
たらしていた実績に鑑み、既成事実にとらわれることなく行うことが不可欠である。
Ｂ「琵琶湖における水面利用の規制」：かけがえのない古代湖であり、かつ極めて多くの人間がさまざまに
利用する琵琶湖においては、限られた水面利用だけが許されるべきである。そのために近畿地方整備局
は、主体的・主導的・積極的にそれを広く検討することが重要である。

川那部 浩哉

-
全河川、直轄以外の所、源流も含めた各府県の認識を共通化した制度にする。
①河川レンジャーの業務とする、②地区住民も協力する、③環境省的考えも入れた特別、自然保護区の
法令で対応する。④府と市町村との意見の相違にも調整が必要である。

小竹 武

-

修正；漁業を持続的に存続させる為の水産資源の確保・河川環境の再生は，沿岸漁業再生の為の藻場・
干潟の再生と同様，日本人の生存基盤の確保であるという認識に立って欲しい．河川敷の公園利用・水
上スポーツという趣味の問題ではない．農業利水権に相当する重要度を持っている生存権の確保と捉え
るべきである．河川環境再生のために行うべき施策は膨大かつ総合的なものであるが，河川利用の最初
の項目に格上げしておく事項と考える．1960年代を目標とするので，保護ではなく再生を強く押し出すべ
き．

田中 哲夫

- 1．河川環境の改善が漁業にどれだけ役に立っているかの評価のあり方を検討する必要がある 桝屋 正

-
追加：河川環境の保全に反した漁業利用の規制の可能性（関係機関へのはたらきかけを含む）を明記す
るべきではないか。

原田 泰志

-
表現の一部に「異議あり」： 「･･･結果として、水産資源の保護につなげる。」は今までの考え方のように
受け止められます。水産資源に限定されるのでなく、「水系の生態系の多様性を保全･回復して行く」ことが
目標であるべきと考えます。作業部会で論議のうえ「改訂」していただきたい。

畚野 剛

(維持-1) 維持-1 5.6
堤 防 ・ 護 岸 等 の 修
繕・空洞化対策

淀川水系 調査／実施 実施可 倉田 亨

調査／実施 可 米山 俊直
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調査／実施

人工構築材を用いた人工護岸は人工構築材の短い年数しか保障されないのに対して、河畔林ような生き
た構築材の自然護岸は一層強固なものであり、樹木の寿命である１００年単位の保障が約束される。その
ほか、河畔林は水質浄化機能、水道水源や湧水の水源涵養機能、ふるさとの景観の醸成機能、生態回
廊、優れたビオトープなど多様な機能を包含している。河畔林による堤防、護岸等の保全、修復、創出の
整備方針を考えてこそ、１００年先、200年先を見越した新たな河川整備である。

小林 圭介

調査／実施 ｢賛成」 留意事項：多自然型護岸について、種の多様性を保持できるようさらに改善につとめること。 畚野 剛

(維持-2) 維持-2 5.6 堤防等の除草 淀川水系 実施 「賛成」 留意事項：貴重種の生息地についての情報を収集し保全策を講じること。 畚野 剛

実施 可 米山 俊直

実施
流域センターの管理のもとに、淀川レンジャーを中心に、ＮＰＯ、地域住民に対応してもらう。（災害時に
は、中・高・大学等の学校単位の協力も必要）

小竹 武

実施
「草の成長度合に応じて、・・・」を草の成長度合、草の種類に応じて梅雨期や台風期の前の適期を選んで
除草する（点検・巡視のためだけではなく、稀少種、花粉症対策として）。
望ましい堤防植生あるいは堤防植生診断基準等が必要と考えられる。

服部 保

実施

堤防の除草は､必要でなくなるのが望ましい｡私の地元の現状では､わずか一、二ヶ月で外来種の雑草が
人の背より高くなってしまうので､最低3回できれば4回の除草が必要です｡しかも苦情を言う人がいるので､
数年前から野焼きをせず､刈った草を持ち帰っています。植えたい植物を植えるかわりに除草や管理を住
民がある程度引き受けたり､野焼きのルールをきめたり｡地域住民と連携すれば､経費を抑え、環境をよく
することが可能です｡住民が堤防を行き来することが増えれば､不法投棄やホームレスの監視にもなりま
す｡

細川 ゆう子

実施
現地焼却されている刈草について、なるべく早期に移動式焼却車に変更あるいは堆肥に利用していただ
きたい。焼却については現在早朝行っておられますが、せめて前日に広報車を出されるか立て札されるか
しては。

山本 範子

実施 堤防のみでなく河川の中の除草も考えてゆく。 和田 英太郎

実施 除草の手順・方法の検討や分担・チェックの機能を誰に持たせるか不明。 倉田 亨

(維持-4) 維持-4 5.6
河川管理施設の老
朽化対策の実施

淀 川 水 系 直
轄河川

実施 可 設備の更新にあたって新技術をフルに採用すべし 米山 俊直

実施 重要だろうが責任の所在不明、判断不能。 倉田 亨

実施

河川管理施設の老朽化対策の実施
河川管理施設にダムが入らないのはなぜ？堤防・護岸以外の河川管理施設として河川管理施設にダムを
入れる。または、独立した管理施設と位置づけるべきである。ダムも老朽化するものである。
① 老朽化対策の実施
・ 「・・・設備更新を実施する。また、不要となった施設および不適正な施設は撤去する。」

寺川 庄蔵
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(維持-6) 維持-6 5.6
水文観測所の適正
な維持管理

淀 川 水 系 直
轄河川

実施継続 「賛成」 畚野 剛

実施継続 可 米山 俊直

実施継続 深山レーダ観測システムの記述があってもいいのでは。その更進、維持管理は。 池淵 周一

実施継続 具体的手法等詳細不明、判断不能。 倉田 亨

(維持-9) 維持-9 5.6
河川管理施設の操
作・確実性の向上

淀 川 水 系 直
轄河川

検討／実施 可 米山 俊直

検討／実施
遠隔操作などのIT技術を利用した河川管理施設の管理の高度化とそれを実効あるものにするための技術
開発をぜひとも検討されたい。

池淵 周一

検討／実施
「賛成」 留意事項：災害時においても安定した機能を保証するため、信頼性のテストを定期的に実施する
よう努めること。

畚野 剛

検討／実施 集中管理とともに機械のみを信用しない。つねに人手による二段構えで対策をたてていただきたい。 山本 範子

検討／実施 望ましいこと乍ら、コストが多すぎないか。再検討を。 倉田 亨

(維持-10) 維持-10 5.6
利用されていない施
設の撤去

淀 川 水 系 直
轄河川

実施 賛成 倉田 亨

実施 「検討でなく、早期に確実に実施すべきである」 小林 圭介

実施 賛成。河川管理上、早急に実施すべきものと思います。 田村 悦一

実施 可 米山 俊直

(維持-11) 維持-11 5.6
改善が必要な施設
の指導

淀 川 水 系 直
轄河川

実施 賛成 倉田 亨

実施 賛成。河川管理上、早急に実施すべきものと思います。 田村 悦一

実施 可 米山 俊直

(維持-12) 維持-12 5.6 樹木の伐採と管理 淀川水系 実施 賛成 倉田 亨

実施 賛成。ただ、環境面での十分な配慮を望みます。 田村 悦一

実施 可 米山 俊直

実施 極めて重要。小河川も考えてゆく。 和田 英太郎

実施
河道内の樹林は、水辺林･造林･高水敷林などに分けて考えねばならない。それらの分布状況を予め調査
しておく必要がある。

有馬 忠雄
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実施

河畔林と河道内の樹木を区別して考えるべきである。特に、滋賀県の河畔林は自然堤防の構築材として
人工構造物より優れた多様な機能を果たしており、安易に伐採したり、ゲートボール場やグランド等に利用
することは堤防を脆弱にしてしまう。なお、流木による橋脚部分の閉塞や堤防や護岸の損傷等を記載して
いるが、滋賀県の河川の場合、流木が山地部の急傾斜地の林分や河道内の立木から供給されることは
あっても、河畔林の樹木ではない。

小林 圭介

実施
河道内樹木については、樹種によって対応が異なる。外来種や本来は河道内に見られない樹種は、排除
が必要かもしれない。

谷田 一三

実施
外来樹木（ニセアカシア、トウネズミモチ、シンジュなど）の伐採は至急行うのが望ましい。樹木の伐採時期
は冬季が望ましい。

服部 保

実施
「実施可」：ただし河川敷を利用することで種を維持しなければならない動物の生息情報がある場合、実地
調査と専門家や保護団体の意見を聴取して出来るだけ適切に対応する配慮がのぞましい。

畚野 剛

実施
河川管理者は､十分配慮して実施してくれると思いますが､自治体などに委託している場合方針が徹底で
きるのかが疑問です｡また､時が経過して､担当が替わっていく場合も同様の心配があります｡単に数を降ら
すのでなく､樹種や野鳥などの生息状況に配慮することを今後も徹底してください｡

細川 ゆう子

実施
１．住民意見の聴取や環境への影響などのモニタリングなど河川レンジャーのかかわれる役割や連携を
検討する。

本多 孝

実施 直轄区間以外の区間（自治体管理区間）においてもこの部分の同様の主旨を徹底させる。 松本 馨

実施
ドイツなどでは樹木の繁った中洲も下草は刈られ、散歩ができる林のように付近住民によって手が入って
いるところが多いです。流下能力について心配されるところで伐採が環境上難しいところは下枝をはらう、
下草は刈る、なども効果的と思います。3/4メンテナンス・フリーをめざしてほしい。

山本 範子

(維持-13) 維持-13 5.6
河道内堆積土砂等
の管理

淀川 実施 賛成 倉田 亨

実施 「検討でなく、早期に確実に実施すべきである」 小林 圭介

実施 「実施可」 ただし隣接部〔横断方向）との連続性確保に留意されたい。 畚野 剛

実施 可 米山 俊直

実施 小河川も考えに入れる。 和田 英太郎

(維持-14) 維持-14 5.6
安全利用のための
対応

淀 川 水 系 直
轄河川

実施 賛成 倉田 亨

実施 ぜひ促進してください。 山本 範子

実施 可 米山 俊直
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実施

流域センターの管理のもとに、淀川レンジャーを中心に、ＮＰＯ、地域住民に対応してもらう。（災害時に
は、中・高・大学等の学校単位の協力も必要）
一級河川敷の年間を通しての次世代の子供達のための理想的都市河川公園を目標として、公衆便所、各
関連省庁の了解のもとにスポーツ施設を含めた多目的利用を一定の制限のもとに互いに理解し、護り
あって利用出来るように、ここでも流域センター（救護施設）、河川レンジャー（としての人間関係）が必要と
なる。

小竹 武

実施
「実施可」 ただし公園などで、見かけだけはもっともらしいが、障害を持つ方が実際利用される場合役に
立たない頓珍漢な施設がつくられる例がある。そいうようなことが起きないよう十分留意検討の必要があり
ます。

畚野 剛

実施
バリアフリーは､望まれることだし､地元では､真っ先に堤防に手すりをつけてもらっています｡ただ､そういう
発想は､公園的利用の延長にある気がして､堤防の緩傾斜化などより簡単に進められる通路の整備が優
先されることを危惧します｡また､車椅子は入れて､バイクを締め出すということは可能なのでしょうか｡

細川 ゆう子

実施
１．身障者団体などの意見を聞いて、意見を反映させる。
その際に河川レンジャーのかかわれる役割や連携を検討する。

本多 孝

(維持-17) 維持-17 5.6
安全利用のための
対応

淀 川 水 系 直
轄河川

関係機関協
議/協議会設
置/実施

賛成 倉田 亨

ぜひ促進してください。 山本 範子

可 米山 俊直

河川レンジャー（仮称）による啓発・指導などを実施。水難事故防止協議会（仮称）には河川レンジャーが
参加する。

川上 聰

流域センターの管理のもとに、淀川レンジャーを中心に、ＮＰＯ、地域住民に対応してもらう。（災害時に
は、中・高・大学等の学校単位の協力も必要）
一級河川敷の年間を通しての次世代の子供達のための理想的都市河川公園を目標として、公衆便所、各
関連省庁の了解のもとにスポーツ施設を含めた多目的利用を一定の制限のもとに互いに理解し、護り
あって利用出来るように、ここでも流域センター（救護施設）、河川レンジャー（としての人間関係）が必要と
なる。

小竹 武

「安全利用のための教育を継続実施」は、大切なことなので､是非進めてください｡現状の、チラシを配布し
たり､先生から注意されたりだけでは､効果は薄いです｡川との上手な付き合い方を総合的に指導していく
必要があります｡

細川 ゆう子

１．水難事故防止の取り組みの中で河川レンジャーのかかわれる役割や連携を検討する。パンフレットの
作成･普及、出前講座。安全教育をした上での川遊びの指導。

本多 孝

(維持-18) 維持-18 5.6
河道内ゴミの処理及
び不法投棄の防止
対策

淀 川 水 系 直
轄河川

関係機関協
議/協議会設
置/実施

賛成 倉田 亨

流域センターの管理のもとに、淀川レンジャーを中心に、ＮＰＯ、地域住民に対応してもらう。（災害時に
は、中・高・大学等の学校単位の協力も必要）

小竹 武
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旧ｼｰﾄ№ 現ｼｰﾄ№ 章項目 事業名 河川名 実施／検討 意見 委員

「検討でなく、早期に確実に実施すべきである」 小林 圭介

「賛成」 畚野 剛

可 強化する必要あり 米山 俊直

重要。予算をつけるべき。 和田 英太郎

空間監視用カメラによる監視は夜間も実施可能か。 池淵 周一

(追加) 維持-19 5.6
河川環境の保全の
ための指導

淀川水系 継続実施 「実施可」 畚野 剛

１．河川レンジャーのかかわれる役割や連携を検討する。 本多 孝

可 米山 俊直

流域センターの管理のもとに、淀川レンジャーを中心に、ＮＰＯ、地域住民に対応してもらう。（災害時に
は、中・高・大学等の学校単位の協力も必要）

小竹 武

詳細不明で判断できず。「指導」の権限が問題。 倉田 亨

(追加) 維持-20 5.6
テロに対する危機管
理の対策

淀 川 水 系 直
轄河川

実施 可 米山 俊直

流域センターの管理のもとに、淀川レンジャーを中心に、ＮＰＯ、地域住民に対応してもらう。（災害時に
は、中・高・大学等の学校単位の協力も必要）

小竹 武

詳細不明で判断できず。 倉田 亨
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別紙コメント（各委員コメントのうち、長文コメントは該当欄に「別紙参照」としてあります）

川那部委員 「横断方向の河川形状の修復の（？）検討（家棟川地区 内湖・湿地帯）」［琵琶湖］：検討で可。家棟川河口域の事業は、残念なが
ら「ビオトープ整備事業」としては成立しない。その問題点のいくつかについては、すでに２０００年１１月に各方面の十数人の意見
をまとめ、手紙のかたちで報告済みなので、ここには繰り返さない。それ以後モニタリングが行われているとあるので、問題点はいっ
そう明らかになっていると思われる。従って、内湖・湿地帯再生事業を今後進めるための何らかの重要な資料を得ることにはなるであ
ろう。

Ａ「横断方向の河川形状の修復を検討（琵琶湖東北地区 内湖復元）」［琵琶湖］：旧早崎内湖干拓地の一部については、滋賀県が減
反政策の一環として導水を行っている。家棟川よりもむしろこの方が、内湖・湿地帯の再生事業の一つのパイロットになる可能性があ
る。従って、少なくとも検討の対象に入れなければならない。

Ｂ「横断方向の河川形状の修復を検討（琵琶湖東地区 内湖復元）」［琵琶湖］：旧津田内湖干拓地の一部については、近江八幡市が
中心になって、滋賀県立大学などが調査をしている。従って、少なくとも検討の対象に入れなければならない。

Ｃ「横断方向の河川形状の修復を検討（琵琶湖西北地区 水田との関連）」［琵琶湖］：滋賀県（と農林水産省）は現在湖西地区北部
において、水田と琵琶湖との連続性確保・再生を模索する事業を開始する機運にある。従って、少なくとも検討の対象に入れなければ
ならない。

Ｄ「横断方向の河川形状の修復を検討（琵琶湖東南地区 内水路付近）」［琵琶湖］：滋賀県と水資源公団は少なくともある時期、湖
岸堤の内側に存在する堤水路などを中心にして、草津川から家棟川までの地域を選んで、沿岸事業を計画していたことがある。従っ
て、現在もその方向が模索されているならば、少なくとも検討の対象に入れなければならない。

Ｅ「横断方向の河川形状の修復を検討（琵琶湖沿岸各地）」［琵琶湖］：水資源公団は、小規模ながら葉山川河口部において、湖岸の
状況を変えて放置する実験を行っている。琵琶湖の各地でこのような小実験を検討し実施することは、意味があると考える。従って、
少なくとも検討の対象に入れなければならない。

Ｆ「横断方向の河川形状の修復を検討（琵琶湖沿岸各地）」［琵琶湖］：滋賀県は、いくつかのところで沿岸の「修復」を行ってい
る。国土交通省はこれと主導的に協議し、この内容を具体的に検討し、優れたものについてはそれを推し進める必要がある。従って、
少なくとも検討の対象に入れなければならない。

Ｇ「横断方向の河川形状の修復を検討（琵琶湖沿岸各地）」［琵琶湖］：上記のような、具体的な問題を含め、琵琶湖と陸域との間の
移行帯の全面的な保全・復元に向けて、国土交通省が主導的に各省庁・滋賀県等を含めて行うべきである。従って、少なくともその検
討・実施を「整備計画の具体的内容シート」においても明示しなければならない。

別紙 1/6



031010

小竹委員
各地域、自治体としての要所に存在させる流域センターに所属させ、河川に対応する仕事をしてもらう人々の名称にする。守備範囲も
広く、やりがいのある仕事と言える。
目標：しばらくの間は救急隊、消防隊の仕事の延長とも言える内容もあり、鉄道警察隊的な監視取締の部分、災害救助、突発事故では
一般住民・ＮＰＯとの協同作業を必要とする。地方自治体との情報交換の場（教育委員会、学校、病院、医療関係の会
Ａ）失業対策を通しての専門技術者、健康老人等、人員確保
Ｂ）現役としての警察、消防隊からの転職
Ｃ）学校教育を通じての若年層の育成
Ｄ）災害防衛隊の実習、演習場面では自衛隊学校、警察学校、消防学校、陸海空（沿岸警備隊）等の既存施設の一定期間（単位修得の
ため）利用も考えておく必要がある。
おわりに、国立公園、森林、山岳、河川の保護、監視、維持管理と災害防止、自然保護と救助、未来の宇宙、地球的立場から見た日本
国土がどうするべきか。そのモデルとして、一級河川淀川流域を対象として対策をたてる。大きい目標を持った河川レンジャーであっ
てほしい。汽水域も試行的に実施すべきである。
○京都地区のモデルが設定され、委員も決めて進められる様である
○下流域の高潮・津波の関係する汽水域を目標にした面からの同時進行のモデルが必要と考えます
○そのためには行政の枠を超えなければならない

〔淀川流域センター、河川レンジャーに関して〕

第４回住民参加部会（H.15.4.18）資料３－２補足の部分で、６頁～７～８～９頁に渡って参考意見を述べた。今回は9月26日の釧路沖
地震（M 8.1）の惨状を目の当たりにして、また、阪神大震災の体験からも、震災、倒壊、火災、断層の地割れ、津波の被害には目に余
るものがある。淀川下流部の汽水域の住民としては迅速に対応せねばならないし、何が起こるかわからないだけに、汽水域にも早期の
河川レンジャー、流域センターのモデルケースの実行が必要である。H.15.9.16の河川整備計画基礎原案を見ても、今少し関連する、他
行政、地域住民、社会を巻き込んだ外側からの具体的な意見、行動対策の強化が必要であり、急がねばならない。

一方、9月26日の滋賀県漁業組合との対話集会に出席、9月23日の淀川区の淀川水フォーラム実行委員会が開催した安土・近江八幡地域
の住民の皆さんとの対話からも、我が国の環境・自然破壊、河川・山林・湖・漁業・農業のさんさんたる現状をしらされた。このこと
からも、これ以上の日本国土の荒廃を防がねばならないし、自然災害（地震、台風、火災）に対応をするためにも、流域センター、河
川レンジャーの役割に加えて、国土の「山河、森林、水田、湖」を守り、育て、維持する国土守備隊として支え働く若い集団の組織力
の追加が必要であると提案する。教育の現場とどのようにつなぐかである。
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尾藤委員
① 「提言」ではダムに関し、計画・工事中のものについて「原則として建設しない」とし、代替案の検討のもとダム以外に実行可能で
有効な方法がなく、住民の社会的合意が得られた場合にかぎり建設するものとする、とある。

② ところが、このシートによると、川上ダムは代替案の項目と同じように、対象の家屋移転、地権者、事業費、計画年数（これまでを
含む）などが示されておらず、ダム以外に実行可能な方法がないという比較がしにくい。

③ ダムは建設自体以外にも地元振興策・環境整備などさまざまな費用が必要で、代替案との比較はむずかしいが、全体として川上ダム
の有効性は、「すでに計画され補償がおおむね解決している」から、ということが、大きな根拠とされているように読める。

④ さらに「提言」では、建設するのに住民の社会的合意をあげているが、この点についての言及がない。補償がおおむね解決している
ことで社会的合意を得ている、という判断なら、代替案との比較ではその経過説明も必要ではないか。

⑤ 一方、ダム－２の「ダム水源地の活性化に向けた湖面活用や周辺環境整備」では、水没者の移転、代替地や雇用の確保など生活再建
に関わる不安や、下流受益地に対する強い不公平感、さらに水質保全、砂防・治山など流域保全を一方的におわされる不満感、その一
方で下流受益地では水源地への無関心、理解の不十分さ、などが指摘されている。

⑥ これを川上ダム建設で考えるなら、完成してからの話としないで、建設するときから、その上下流の住民理解に向けて「水問題の共
有」という今までになかった理念や方法を模索すべきで、今回の「提言」はそのチャンスではないのか。

⑦ シートの代替案が上野地域住民に示されたらどんな反応が起きるか。ダムによる水没地の住民のことも理解が始まるかもしれない。
青山町関係者は今なお、ダム建設の納得できる説明は受けていないといっているそうだ（新聞報道）。これまでと異なったダム建設を
めぐる方向性を見つけたい。
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本多委員 計画-1（河川レンジャー）に関するコメント
河川レンジャーについては試行されようとしていますが、まず下記の点について課題整理と整備が必要と思われます。

１． 河川レンジャーについては、実施前に検討しておくべき事柄と実践しながら模索・検討していくことがある。その中で、実施前に
検討しておくべき課題については、河川ごとの特性や人脈など違いがあることから、すべての河川で河川レンジャーのあり方について
早急に検討を開始するとともに他の河川での検討内容を交流しながら行い、早期の河川レンジャー活動を展開できるように特定の地域
での試行ではなく全地域で検討を開始し、活動拠点についても並行して検討をおこなってください。

２． 検討に当たっては、宇治川周辺河川レンジャー検討懇話会の取り組みのように各河川でも検討会を設け、公募委員制度の導入、検
討会公開、傍聴発言(流域委員会を参考にして)の可能な開かれた検討を進める。また、検討会間の情報交流に努めてください。

３． 河川整備計画におけるどの部分を担う役割か？。基礎原案では、①行政と住民との間に介在してコーディネートする、②環境教
育、文化活動、保護活動の役割、③不法投棄監視や河川利用者への安全指導と河川管理行為への支援となっている。さらに④治水にお
ける自分で守る、皆で守る、地域で守る観点からの住民への普及・啓発･学習や住民参加の活動、⑤水質管理における住民のかかわりな
どを普及・啓発･学習する活動と住民参加を促進する活動、⑥渇水におけるライフスタイルの転換・節水意識の普及・啓発･学習、住民
参加を促進する活動、⑦河川整備への住民の関心を普及・啓発･学習する活動とともに、住民参加の促進する活動、住民意見をレン
ジャー活動の中からも聴取・反映できる活動に追加する必要があるのではないでしょうか。

４． 河川レンジャーの目的を明確化してください。河川整備計画における位置づけを明確にしてください。レンジャーは、普及・啓
発・学習促進とともに住民参加の促進にも寄与することを中心に、河川整備計画の環境・治水・利水の全般にわたっての活動が期待さ
れます。新しい整備計画の大切な役割を担います。

５． ３．での役割をおこなうことが河川レンジャーの目的であるとすると河川整備計画においては、その実行の中のひとつの役割を遂
行することになる。連携をとりながら進められるように河川レンジャーと河川管理者の計画遂行のためのシステムを考えてください。
河川レンジャーの組織化(緩やかな連絡協議会など)、定期的な交流・情報交換、協働の取り組み、支援のあり方、拠点の提供などを。

６． その中で河川レンジャーの活動は何か？。具体的活動については、試行しながらの検討を進めてください。河川での自然観察・環
境教育、出前講座、ワークショップの開催、イベントの開催など。

７． 河川レンジャーと河川管理者との関係は何か？。任命、登録、委託、委嘱、採用・・・何か。ボランティアか、雇用関係か。河川
整備計画シートからの抽出、検討をおこなう。(後に各河川整備シートの中で河川レンジャーのかかわりがあればよいと考えられるもの
については、その整備シートのところで論じる。)
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８． 河川レンジャー像は何か？。河川レンジャーは、この河川整備計画の枠組みの中の活動であることを理解しているのか。河川整備
計画による位置づけなど、お願いする人には、事前に枠組みの理解などの研修・教育が必要ではないか。教育・研修・フォローアップ
制度・システムの確立。任命するものはこの研修教育を終了していることが前提。また、どんな能力を持った人が必要か。教育･研修プ
ログラムの作成。最低河川整備計画の枠組みと河川レンジャーの役割を理解していただく研修修了生を任命する。能力や知識、経験が
あれば誰でもなれるものではなく少なくともこれらの河川整備計画を理解できる教育･研修受講の義務付けを検討する。人材発掘をする
際に心がけてください。

９． 発掘するだけでなく、新しい人材を養成する際に、河川レンジャーの目的や河川整備計画の理解とともにレンジャーとして身に付
けておくべき・企画力、解説力、コーディーネート力、リーダーとしての能力など、人材育成のカリキュラム・プログラムの作成を、
人材育成のプロなども交えて検討してください。また、人材育成のシステムも必要であり、ブラシュアップやフォローアップして、育
てていく、６．３．３制の学校制度のような系統的･継続的システムがなければ人は簡単に育つものではありません。

１０． 活動の仕組みは？。活動の範囲、地域、内容は何か。レンジャー個人のプライベートな活動と河川レンジャーとしての正式な活
動の区別は？。 たとえば猪名川の河川レンジャーは、淀川で活動できるのか。個人の活動、河川レンジャーとしての活動の線引きし
てください。何か事故が起こったときに責任の所存を明確にするためにも必要なことです。

１１． 河川レンジャーと河川管理者のパートナーシップのあり方は？。河川整備計画の中での河川レンジャーの役割と責務、河川管理
者の河川レンジャーへの支援や協働のあり方。物資的、金銭的、理論・知識的、運営的、活動の場の提供・・・の検討。

１２． 活動の評価の仕組みを検討してください。

１３． 活動継続、任命制度？？の任期、継続、罷免、責任、公私の区別・・・などの規約・規程の作成が必要と思われます。これら
は、事前に用意し、お願い・任命する際に提示するものである。河川レンジャーなどが集まって組織され、自らが考えなければならな
いことと、はじめから管理者側が提示し、施行責任のある側から説明すべきためにまとめておくことが必要である。

●計画シートに追加が必要ではないかと思われるもの
住民対話集会をおこなうことが、整備計画基礎原案に書かれている。そして、現実に住民対話集会が、開かれつつある。しかし、その
取り組み方について整備シートにない。
提言の趣旨に沿って、整備シートを作られたい。
開き方について、
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３．重要と思われるテーマで行い、複数のテーマを持つ。たとえばダム、河川敷利用。
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４．ひとつのテーマについても複数回実施する。

５．議論だけでなく、現場での河川整備についての河川管理者の考え方、必要性・有効性などについての見学、体験、分かち合いなど
も取り組み、さらには意見対立する住民間のコミュニケーションの円滑化を図るための住民交流なども検討する。住民参加の提言の趣
旨を実行していく基本的な現時点での取り組み方策をシートにまとめ提示す。

６．取り組みについては、初めてのことであり、1回1回の取り組みを評価し、次回の改善をおこなうことも明記する。

７．情報提供の方法、取り組みの宣伝･普及、ファシリテーターの継続的確保の取り組み方などをシートに１項として発展する可能性を
示唆した上で、現時点の考えをまとめる。

８．河川レンジャー像は何か？。河川レンジャーは、この河川整備計画の枠組みの中の活動であることを理解しているのか。河川整備
計画による位置づけなど、お願いする人には、事前に枠組みの理解などの研修・教育が必要ではないか。教育・研修・フォローアップ
制度・システムの確立。任命するものはこの研修教育を終了していることが前提。また、どんな能力を持った人が必要か。教育･研修プ
ログラムの作成。最低河川整備計画の枠組みと河川レンジャーの役割を理解していただく研修修了生を任命する。能力や知識、経験が
あれば誰でもなれるものではなく少なくともこれらの河川整備計画を理解できる教育･研修受講の義務付けを検討する。人材発掘をする
際に心がけてください。

９． 発掘するだけでなく、新しい人材を養成する際に、河川レンジャーの目的や河川整備計画の理解とともにレンジャーとして身に付
けておくべき・企画力、解説力、コーディネート力、リーダーとしての能力など、人材育成のカリキュラム・プログラムの作成を、人
材育成のプロなども交えて検討してください。また、人材育成のシステムも必要であり、ブラッシュアップやフォローアップして、育
てていく、６．３．３制の学校制度のような系統的･継続的システムがなければ人は簡単に育つものではありません。

１０． 活動の仕組みは？。活動の範囲、地域、内容は何か。レンジャー個人のプライベートな活動と河川レンジャーとしての正式な活
動の区別は？。 たとえば猪名川の河川レンジャーは、淀川で活動できるのか。個人の活動、河川レンジャーとしての活動の線引きし
てください。何か事故が起こったときに責任の所存を明確にするためにも必要なことです。

１１． 河川レンジャーと河川管理者のパートナーシップのあり方は？。河川整備計画の中での河川レンジャーの役割と責務、河川管理
者の河川レンジャーへの支援や協働のあり方。物資的、金銭的、理論・知識的、運営的、活動の場の提供・・・の検討。

１２． 活動の評価の仕組みを検討してください。

１３． 活動継続、任命制度？？の任期、継続、罷免、責任、公私の区別・・・などの規約・規程の作成が必要と思われます。これら
は、事前に用意し、お願い・任命する際に提示するものである。河川レンジャーなどが集まって組織され、自らが考えなければならな
いことと、はじめから管理者側が提示し、施行責任のある側から説明すべきためにまとめておくことが必要である。

別紙 6/6




